
令和７年度第１回なごや子ども・子育て支援協議会 
 
              日時：令和７年６月９日(月) 午後１時３０分～ 

              場所：名古屋市公館 レセプションホール 

 

次 第 
 
 

１ 開会 
 
 

２ あいさつ 
 
 

３ 委員の紹介 

 

 

４ 議題 

(1) 「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2029 名古屋市子どもに関する総

合計画」の令和 7 年度の主な新規・拡充事業について       資料１ 

(2) 「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024 名古屋市子どもに関する総

合計画」の進捗管理について                  資料２ 

(3) 教育・保育部会設置要綱の改正について              資料３ 

 

 

５ 報告事項 

（1） 令和 7 年度子ども・若者支援部会の開催状況について       資料４ 

（2） 教育・保育部会の開催状況について                資料５ 

（3） 令和 7 年 4 月 1 日現在の保育所等利用状況について             資料６ 

（4） 令和 6 年度名古屋市児童相談所相談実績等の概要について     資料７ 

（5） 名古屋市児童を虐待から守る条例の一部改正について           資料８ 

（6） 「名古屋市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」につ 

いて                              資料９ 

 

 

６ 閉会 





 

 

 

＜議題１＞ 

 

「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2029 

名古屋市子どもに関する総合計画」の令和 7 年

度の主な新規・拡充事業について 
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※
「
子

ど
も

の
未

来
全

力
応

援
」
に

位
置

づ
け

る
事

業
は

「
★

」
を

記
載

方
向

性
事

業
内

容

0
4

0
－

★
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

ま
ち

づ
く

り
の

推
進

高
齢

者
、
障

害
者

を
は

じ
め

市
民

の
誰

も
が

安
全

で
快

適
に

生
活

し
や

す
く

活
動

し
や

す
い

都
市

環
境

を
築

い
て

い
く

た
め

、
ハ

ー
ド

・
ソ

フ
ト

両
面

か
ら

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
・
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
化

を
推

進

拡
充

●
高

齢
者

、
障

害
者

を
は

じ
め

市
民

の
誰

も
が

安
全

で
快

適
に

生
活

し
や

す
く

活
動

し
や

す
い

都
市

環
境

を
築

い
て

い
く

た
め

、
ハ

ー
ド

・
ソ

フ
ト

両
面

か
ら

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
・
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
化

を
推

進
●

本
市

の
施

設
整

備
に

お
け

る
当

事
者

参
画

の
仕

組
み

と
し

て
、
バ

リ
ア

フ
リ

ー
整

備
相

談
支

援
事

業
を

開
始

（
新

規
）

健
康

福
祉

局
障

害
企

画
課

,
地

域
共

生
推

進
課

0
5

8
－

地
下

鉄
駅

の
ホ

ー
ム

と
車

両
の

段
差

・
隙

間
の

改
善

車
い

す
や

ベ
ビ

ー
カ

ー
利

用
者

を
は

じ
め

誰
も

が
乗

降
し

や
す

く
な

る
よ

う
、
ホ

ー
ム

先
端

部
の

か
さ

上
げ

（
ス

ロ
ー

プ
化

）
や

く
し

状
ゴ

ム
の

設
置

な
ど

を
行

い
、
ホ

ー
ム

と
車

両
の

段
差

・
隙

間
を

改
善

拡
充

●
工

事
　

▶
名

城
・
名

港
線

　
1
2

駅
●

設
計

　
▶
桜

通
線

交
通

局
駅

務
課

0
6

2
2

0
★

地
下

鉄
駅

で
の

ベ
ビ

ー
カ

ー
レ

ン
タ

ル
の

試
行

導
入

駅
周

辺
に

お
け

る
子

ど
も

連
れ

で
の

移
動

の
利

便
性

向
上

を
め

ざ
し

、
ベ

ビ
ー

カ
ー

レ
ン

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

を
試

行
導

入
新

規
●

試
行

導
入

交
通

局
経

営
企

画
課

,
資

産
活

用
課

,
運

輸
課

「
な

ご
や

子
ど

も
・

子
育

て
わ

く
わ

く
プ

ラ
ン

2
0
2
9
　

名
古

屋
市

子
ど

も
に

関
す

る
総

合
計

画
」

掲
載

事
業

の
令

和
7
年

度
の

主
な

新
規

・
拡

充
事

業
に

つ
い

て

令
和

7
年

度
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

※

施
策

３
安

全
・安

心
で
快

適
に
過

ご
せ
る
環

境
づ

く
り
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方
向

性
事

業
内

容

0
6

4
0

6
★

子
ど

も
の

体
験

活
動

の
推

進

ラ
イ

フ
キ

ャ
リ

ア
支

援
を

切
り

口
と

し
、
子

ど
も

た
ち

の
主

体
性

や
将

来
に

向
か

っ
て

生
き

る
力

を
育

む
体

験
の

場
を

提
供

す
る

、
子

ど
も

た
ち

の
活

動
の

拠
点

・
居

場
所

と
な

る
施

設
を

設
置

す
る

ほ
か

、
子

ど
も

の
体

験
に

つ
な

が
る

機
会

を
創

出
す

る
た

め
、
子

ど
も

の
公

共
交

通
の

負
担

を
軽

減
す

る
制

度
に

つ
い

て
検

討

拡
充

●
子

ど
も

の
体

験
活

動
拠

点
　

▶
モ

デ
ル

実
施

●
体

験
活

動
に

か
か

る
交

通
費

へ
の

助
成

　
▶
試

行
実

施

子
ど

も
青

少
年

局

企
画

経
理

課
,

子
ど

も
未

来
企

画
課

0
6

8
－

★
子

ど
も

会
活

動
へ

の
支

援

異
年

齢
の

子
ど

も
の

交
流

や
多

様
な

体
験

活
動

を
行

う
子

ど
も

会
の

活
性

化
を

は
か

る
た

め
、
IC

T
活

用
等

に
よ

る
保

護
者

負
担

の
軽

減
を

重
点

と
し

た
「
子

ど
も

会
活

動
振

興
策

の
方

向
性

」
に

基
づ

き
、
さ

ま
ざ

ま
な

支
援

を
実

施

拡
充

●
各

子
ど

も
会

に
対

し
補

助
金

を
支

給
●

子
ど

も
会

活
動

の
振

興
に

向
け

て
、
さ

ま
ざ

ま
な

支
援

を
実

施
　

▶
子

ど
も

会
運

営
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
の

構
築

　
▶
企

業
・
N

P
O

法
人

等
が

主
体

と
な

っ
て

企
画

・
運

営
を

行
う

新
た

な
形

の
モ

デ
ル

事
業

等
を

実
施

子
ど

も
青

少
年

局
青

少
年

家
庭

課

0
6

9
－

★
児

童
館

に
お

け
る

子
ど

も
の

育
成

1
8

歳
未

満
の

子
ど

も
を

対
象

に
、
遊

び
を

通
し

て
健

康
増

進
や

、
情

操
を

育
む

た
め

、
各

種
行

事
、
子

育
て

家
庭

を
対

象
と

し
た

交
流

事
業

・
相

談
・
援

助
、
中

高
生

の
居

場
所

づ
く

り
、
留

守
家

庭
児

童
ク

ラ
ブ

、
移

動
児

童
館

等
を

実
施

。
ま

た
、
子

育
て

世
帯

向
け

及
び

中
高

生
の

居
場

所
と

し
て

の
環

境
整

備
を

は
か

る
な

ど
、
利

用
者

ニ
ー

ズ
に

あ
わ

せ
た

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

等
を

実
施

拡
充

●
各

種
行

事
、
子

育
て

家
庭

を
対

象
と

し
た

交
流

事
業

・
相

談
・
援

助
、
移

動
児

童
館

等
を

実
施

●
「
中

高
生

の
居

場
所

づ
く

り
事

業
」
を

拡
充

し
た

モ
デ

ル
事

業
を

1
館

か
ら

4
館

に
拡

大
●

児
童

館
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

改
修

等
を

実
施

子
ど

も
青

少
年

局
青

少
年

家
庭

課

0
7

5
－

★
留

守
家

庭
児

童
健

全
育

成
事

業
助

成

留
守

家
庭

児
童

等
の

健
全

育
成

を
は

か
る

た
め

、
地

域
の

留
守

家
庭

児
童

育
成

会
に

対
し

運
営

費
等

を
助

成
拡

充
●

実
施

　
国

の
基

準
を

基
本

に
、
必

要
に

応
じ

て
市

独
自

の
助

成
を

実
施

子
ど

も
青

少
年

局
放

課
後

事
業

推
進

課

0
7

6
－

★
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ル

ー
ム

遊
び

、
学

び
、
体

験
や

交
流

を
通

じ
て

子
ど

も
た

ち
の

自
主

性
、
社

会
性

、
創

造
性

な
ど

を
育

む
と

と
も

に
、
就

労
等

に
よ

り
昼

間
保

護
者

が
い

な
い

家
庭

を
支

援
す

る
た

め
、
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ス

ク
ー

ル
を

基
盤

に
、
よ

り
生

活
に

配
慮

し
た

事
業

を
一

体
的

に
実

施

拡
充

●
実

施
　

5
4

校
　

通
所

可
能

な
範

囲
内

に
利

用
で

き
る

留
守

家
庭

児
童

育
成

会
の

な
い

学
区

及
び

利
用

ニ
ー

ズ
の

高
い

学
区

に
お

い
て

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

ス
ク

ー
ル

か
ら

移
行

子
ど

も
青

少
年

局
放

課
後

事
業

推
進

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

４
多

様
な
居

場
所

と
交

流
・
体

験
の

支
援
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方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

４
多

様
な
居

場
所

と
交

流
・
体

験
の

支
援

０
７

７
－

★
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ス

ク
ー

ル
遊

び
、
学

び
、
体

験
や

交
流

を
通

じ
て

子
ど

も
た

ち
の

自
主

性
、
社

会
性

、
創

造
性

な
ど

を
育

む
た

め
、
放

課
後

等
に

小
学

校
施

設
を

活
用

し
た

教
育

事
業

を
実

施
拡

充

●
実

施
　

全
小

学
校

（
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ル

ー
ム

を
含

む
）

●
長

期
休

業
中

の
昼

食
受

け
取

り
　

▶
モ

デ
ル

実
施

●
医

療
的

ケ
ア

児
支

援
事

業
の

実
施

子
ど

も
青

少
年

局
放

課
後

事
業

推
進

課

0
8

8
－

子
ど

も
の

運
動

・
文

化
活

動
の

振
興

子
ど

も
の

豊
か

な
心

と
健

や
か

な
体

を
育

成
す

る
た

め
、
小

学
生

の
放

課
後

に
お

け
る

教
員

が
指

導
し

な
い

運
動

・
文

化
活

動
及

び
中

学
校

、
高

等
学

校
に

お
い

て
部

活
動

外
部

顧
問

・
外

部
指

導
者

の
派

遣
な

ど
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
中

学
校

部
活

動
の

地
域

の
活

用
も

含
め

た
見

直
し

を
実

施

拡
充

●
部

活
動

外
部

顧
問

の
派

遣
　

中
学

校
　

3
9

1
部

●
部

活
動

外
部

指
導

者
の

派
遣

　
中

学
校

・
高

校
　

3
3

1
部

●
各

種
大

会
の

開
催

、
全

国
大

会
等

出
場

生
徒

の
保

護
者

へ
の

旅
費

等
補

助
　

中
学

校
・
高

校
●

民
間

委
託

に
よ

る
新

た
な

運
動

・
文

化
活

動
の

実
施

　
小

学
校

全
校

●
中

学
校

部
活

動
の

見
直

し

教
育

委
員

会
部

活
動

振
興

課

0
9

2
－

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
ス

ク
ー

ル
の

導
入

地
域

に
開

か
れ

信
頼

さ
れ

る
学

校
づ

く
り

に
向

け
て

、
学

校
と

地
域

住
民

等
が

力
を

合
わ

せ
て

学
校

の
運

営
に

取
り

組
む

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
ス

ク
ー

ル
の

導
入

を
推

進
拡

充

●
「
な

ご
や

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
ス

ク
ー

ル
会

議
実

施
等

基
準

」
を

施
行

し
、
学

校
評

議
員

制
に

代
わ

り
、
全

校
園

で
「
な

ご
や

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

・
ス

ク
ー

ル
会

議
」
を

導
入

教
育

委
員

会
教

職
員

課
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方
向

性
事

業
内

容

1
0

4
－

小
・
中

学
校

に
お

け
る

理
数

教
育

の
推

進

小
・
中

学
校

に
お

け
る

理
数

教
育

の
充

実
に

向
け

て
、

児
童

生
徒

の
科

学
へ

の
興

味
・
関

心
を

高
め

る
と

と
も

に
、
論

理
的

な
思

考
力

を
養

う
た

め
、
IC

T
を

活
用

し
た

学
習

や
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

教
育

を
推

進

拡
充

●
ロ

ボ
ッ

ト
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

教
育

用
の

教
材

活
用

　
▶
小

・
中

・
特

別
支

援
学

校
　

1
5

→
2

0
校

●
双

方
向

性
コ

ン
テ

ン
ツ

に
対

応
し

た
デ

ジ
タ

ル
教

材
活

用
　

▶
中

学
校

　
全

学
年

教
育

委
員

会
義

務
教

育
課

1
1
1

0
6

★
キ

ャ
リ

ア
教

育
の

推
進

子
ど

も
た

ち
一

人
ひ

と
り

の
自

分
ら

し
い

生
き

方
を

実
現

す
る

力
を

育
て

る
た

め
、
体

系
的

・
系

統
的

に
キ

ャ
リ

ア
教

育
を

実
践

す
る

キ
ャ

リ
ア

タ
イ

ム
の

実
施

、
キ

ャ
リ

ア
教

育
実

践
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

キ
ャ

リ
ア

教
育

推
進

セ
ン

タ
ー

機
能

の
構

築
、
学

校
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

を
す

る
キ

ャ
リ

ア
ナ

ビ
ゲ

ー
タ

ー
（
キ

ャ
リ

ア
の

専
門

家
）
の

活
用

に
よ

り
、
キ

ャ
リ

ア
教

育
を

推
進

拡
充

●
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

踏
ま

え
た

キ
ャ

リ
ア

タ
イ

ム
の

実
施

●
キ

ャ
リ

ア
教

育
推

進
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

キ
ャ

リ
ア

教
育

実
践

の
サ

ポ
ー

ト
　

▶
小

学
生

向
け

キ
ャ

リ
ア

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

　
▶
中

学
生

向
け

キ
ャ

リ
ア

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

　
▶
高

校
生

向
け

キ
ャ

リ
ア

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

（
拡

充
）

●
キ

ャ
リ

ア
ナ

ビ
ゲ

ー
タ

ー
の

配
置

　
▶
中

学
校

　
全

校
　

▶
高

等
学

校
・
特

別
支

援
学

校
　

全
校

●
キ

ャ
リ

ア
支

援
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

配
置

教
育

委
員

会
義

務
教

育
課

1
1
5

1
7

★
校

内
の

教
室

以
外

の
居

場
所

づ
く

り

教
室

に
入

れ
な

い
子

ど
も

が
安

心
し

て
学

校
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、
校

内
の

教
室

以
外

の
居

場
所

づ
く

り
を

推
進

拡
充

●
校

内
の

教
室

以
外

の
居

場
所

づ
く

り
　

▶
小

学
校

　
　

5
校

　
▶
中

学
校

　
1
1
0

校
教

育
委

員
会

新
し

い
学

校
づ

く
り

推
進

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

５
子

ど
も
中

心
の

学
び

の
支

援

資料1　-4-



方
向

性
事

業
内

容

0
6

4
0

4
★

子
ど

も
の

体
験

活
動

の
推

進

ラ
イ

フ
キ

ャ
リ

ア
支

援
を

切
り

口
と

し
、
子

ど
も

た
ち

の
主

体
性

や
将

来
に

向
か

っ
て

生
き

る
力

を
育

む
体

験
の

場
を

提
供

す
る

、
子

ど
も

た
ち

の
活

動
の

拠
点

・
居

場
所

と
な

る
施

設
を

設
置

す
る

ほ
か

、
子

ど
も

の
体

験
に

つ
な

が
る

機
会

を
創

出
す

る
た

め
、
子

ど
も

の
公

共
交

通
の

負
担

を
軽

減
す

る
制

度
に

つ
い

て
検

討

拡
充

●
子

ど
も

の
体

験
活

動
拠

点
　

▶
モ

デ
ル

実
施

●
体

験
活

動
に

か
か

る
交

通
費

へ
の

助
成

　
▶
試

行
実

施

子
ど

も
青

少
年

局

企
画

経
理

課
,

子
ど

も
未

来
企

画
課

1
1
1

0
5

★
キ

ャ
リ

ア
教

育
の

推
進

子
ど

も
た

ち
一

人
ひ

と
り

の
自

分
ら

し
い

生
き

方
を

実
現

す
る

力
を

育
て

る
た

め
、
体

系
的

・
系

統
的

に
キ

ャ
リ

ア
教

育
を

実
践

す
る

キ
ャ

リ
ア

タ
イ

ム
の

実
施

、
キ

ャ
リ

ア
教

育
実

践
を

サ
ポ

ー
ト

す
る

キ
ャ

リ
ア

教
育

推
進

セ
ン

タ
ー

機
能

の
構

築
、
学

校
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

を
す

る
キ

ャ
リ

ア
ナ

ビ
ゲ

ー
タ

ー
（
キ

ャ
リ

ア
の

専
門

家
）
の

活
用

に
よ

り
、
キ

ャ
リ

ア
教

育
を

推
進

拡
充

●
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
を

踏
ま

え
た

キ
ャ

リ
ア

タ
イ

ム
の

実
施

●
キ

ャ
リ

ア
教

育
推

進
セ

ン
タ

ー
に

よ
る

キ
ャ

リ
ア

教
育

実
践

の
サ

ポ
ー

ト
　

▶
小

学
生

向
け

キ
ャ

リ
ア

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

　
▶
中

学
生

向
け

キ
ャ

リ
ア

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

　
▶
高

校
生

向
け

キ
ャ

リ
ア

教
育

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

実
施

（
拡

充
）

●
キ

ャ
リ

ア
ナ

ビ
ゲ

ー
タ

ー
の

配
置

　
▶
中

学
校

　
全

校
　

▶
高

等
学

校
・
特

別
支

援
学

校
　

全
校

●
キ

ャ
リ

ア
支

援
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

配
置

教
育

委
員

会
義

務
教

育
課

1
1
7

－
★

出
会

い
や

結
婚

の
希

望
を

か
な

え
る

支
援

若
い

世
代

が
結

婚
や

妊
娠

・
出

産
、
子

育
て

に
希

望
を

見
い

だ
し

、
希

望
ど

お
り

結
婚

し
子

ど
も

を
持

て
る

社
会

づ
く

り
を

推
進

す
る

た
め

、
婚

活
イ

ベ
ン

ト
、
ラ

イ
フ

デ
ザ

イ
ン

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

を
開

催

拡
充

●
結

婚
新

生
活

支
援

事
業

を
新

た
に

実
施

●
婚

活
イ

ベ
ン

ト
及

び
ラ

イ
フ

デ
ザ

イ
ン

セ
ミ

ナ
ー

を
開

催

子
ど

も
青

少
年

局
企

画
経

理
課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

６
子

ど
も
・若

者
の

未
来

の
応

援

資料1　-5-



方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

６
子

ど
も
・若

者
の

未
来

の
応

援

1
1
8

1
4

1
7

1
9

な
ご

や
子

ど
も

応
援

委
員

会
の

運
営

さ
ま

ざ
ま

な
悩

み
や

心
配

を
抱

え
る

子
ど

も
や

親
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

、
常

勤
の

専
門

職
等

を
学

校
現

場
に

配
置

す
る

こ
と

で
、
す

べ
て

の
子

ど
も

た
ち

の
健

や
か

な
発

達
を

支
援

し
、
子

ど
も

た
ち

が
主

体
的

に
人

生
の

針
路

を
探

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
応

援
す

る
と

と
も

に
、
幼

少
期

か
ら

の
子

ど
も

の
支

援
の

充
実

に
向

け
て

検
討

拡
充

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
中

学
校

　
1
1
0

校
　

▶
高

校
　

2
校

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

セ
ク

レ
タ

リ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

ポ
リ

ス
の

配
置

　
▶
事

務
局

校
　

1
7

校
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
幼

稚
園

、
小

学
校

、
高

校
、
特

別
支

援
学

校
、
夜

間
中

学
　

全
校

（
園

）
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
配

置
　

▶
夜

間
中

学
●

規
模

の
大

き
な

学
校

等
へ

の
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
加

配

教
育

委
員

会
子

ど
も

応
援

課

2
7

2
－

★
【
R

7
追

加
】

子
ど

も
・
若

者
へ

の
文

化
体

験
提

供
事

業

民
間

企
業

等
の

法
人

が
地

方
自

治
体

へ
寄

附
を

行
う

際
の

税
控

除
制

度
を

活
用

し
、
本

市
発

の
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

企
業

と
連

携
し

な
が

ら
本

市
内

の
次

世
代

を
担

う
子

ど
も

た
ち

に
対

し
て

様
々

な
文

化
体

験
機

会
を

無
償

で
提

供

新
規

●
民

間
企

業
か

ら
調

達
し

た
寄

附
金

を
財

源
と

し
て

、
市

内
の

子
ど

も
た

ち
に

様
々

な
文

化
体

験
機

会
を

提
供

　
▶
調

達
額

・
体

験
提

供
数

（
延

べ
）

　
　

6
0

,0
0

0
千

円
・
5

2
,0

0
0

人

観
光

文
化

交
流

局
文

化
芸

術
推

進
課

資料1　-6-



方
向

性
事

業
内

容

1
2

4
－

★
産

前
・
産

後
ヘ

ル
プ

事
業

妊
娠

中
ま

た
は

出
産

後
の

体
調

不
良

等
に

よ
り

、
家

事
ま

た
は

育
児

が
困

難
で

、
か

つ
昼

間
に

介
助

者
が

い
な

い
場

合
に

、
ヘ

ル
パ

ー
を

派
遣

し
、
家

事
ま

た
は

育
児

の
援

助
を

実
施

拡
充

●
妊

娠
中

又
は

出
産

後
の

体
調

不
良

等
に

よ
り

、
家

事
又

は
育

児
が

困
難

で
、
か

つ
昼

間
に

介
助

者
が

い
な

い
場

合
に

、
ヘ

ル
パ

ー
を

派
遣

し
、
家

事
又

は
育

児
の

援
助

の
実

施
●

単
胎

の
利

用
者

の
利

用
期

間
を

拡
充

　
妊

娠
中

か
ら

産
後

6
カ

月
ま

で
→

妊
娠

中
か

ら
産

後
１
年

ま
で

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

1
2

9
1
4

★
産

後
ケ

ア
事

業

出
産

直
後

の
産

婦
が

、
入

院
を

要
し

な
い

程
度

の
心

身
の

不
調

が
あ

る
、
育

児
不

安
が

あ
る

、
家

族
等

か
ら

十
分

な
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

状
況

に
該

当
す

る
場

合
に

、
産

婦
及

び
新

生
児

･
乳

児
に

対
し

て
、
助

産
所

等
に

お
け

る
宿

泊
、
日

帰
り

ま
た

は
訪

問
に

よ
る

支
援

を
実

施

拡
充

●
産

婦
及

び
新

生
児

･
乳

児
に

対
し

て
、
助

産
所

等
に

お
け

る
宿

泊
、
日

帰
り

ま
た

は
訪

問
に

よ
る

支
援

を
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

●
利

用
要

件
の

緩
和

（
産

後
ケ

ア
が

必
要

な
す

べ
て

の
者

、
原

則
出

産
後

4
か

月
→

出
産

後
1
年

間
）
、
利

用
料

の
変

更

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

1
3

1
―

★
妊

婦
タ

ク
シ

ー
利

用
支

援
事

業

妊
婦

の
緊

急
時

の
移

動
に

か
か

る
身

体
的

・
精

神
的

負
担

の
軽

減
を

は
か

る
た

め
、
妊

婦
が

緊
急

時
に

タ
ク

シ
ー

を
利

用
す

る
際

、
タ

ク
シ

ー
料

金
の

支
払

い
の

一
部

と
し

て
利

用
で

き
る

タ
ク

シ
ー

利
用

券
を

交
付

拡
充

●
妊

婦
の

緊
急

時
の

移
動

に
か

か
る

身
体

的
・
精

神
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

た
め

、
妊

婦
が

緊
急

時
に

タ
ク

シ
ー

を
利

用
す

る
際

、
タ

ク
シ

ー
料

金
の

支
払

い
の

一
部

と
し

て
利

用
で

き
る

タ
ク

シ
ー

利
用

券
を

交
付

●
妊

娠
8

か
月

頃
か

ら
妊

産
婦

健
康

診
査

等
で

利
用

で
き

る
よ

う
、
利

用
要

件
を

拡
充

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

７
安

心
し
て
子

ど
も
を
生

み
、
親

と
し
て
成

長
す
る
こ
と
へ
の
支

援

資料1　-7-



方
向

性
事

業
内

容

1
4

1
1
9

実
費

徴
収

に
係

る
補

足
給

付
事

業

生
活

保
護

受
給

世
帯

等
に

対
し

て
、
教

育
・
保

育
を

利
用

す
る

た
め

に
必

要
な

日
用

品
、
文

房
具

等
の

購
入

に
要

す
る

費
用

、
行

事
へ

の
参

加
に

要
す

る
費

用
な

ど
に

つ
い

て
、
そ

の
一

部
を

助
成

拡
充

●
生

活
保

護
受

給
世

帯
等

へ
の

教
育

・
保

育
を

利
用

す
る

た
め

に
必

要
な

日
用

品
、
文

房
具

等
の

購
入

に
要

す
る

費
用

、
行

事
へ

の
参

加
に

要
す

る
費

用
の

助
成

　
▸
１
人

当
た

り
の

月
額

補
助

限
度

額
を

　
  

2
,5

0
0

円
か

ら
2

,7
0

0
円

へ
変

更
●

保
育

所
等

に
生

活
管

理
指

導
表

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

用
）
を

提
出

す
る

に
当

た
り

、
医

療
機

関
に

て
文

書
料

を
支

払
っ

た
保

護
者

へ
の

文
書

料
の

助
成

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

1
4

5
―

★
私

立
高

等
学

校
授

業
料

補
助

公
・
私

立
学

校
間

に
お

け
る

保
護

者
負

担
の

格
差

是
正

を
は

か
る

た
め

、
県

内
の

私
立

高
等

学
校

に
在

籍
す

る
市

民
で

、
愛

知
県

の
授

業
料

軽
減

事
業

の
対

象
と

な
ら

な
い

一
定

の
所

得
階

層
の

世
帯

に
対

す
る

授
業

料
補

助
を

実
施

[
R

7
～

]
下

線
部

を
削

除

拡
充

●
授

業
料

補
助

の
実

施
　

▶
所

得
制

限
の

撤
廃

　
▶
通

信
制

へ
の

補
助

を
新

設
教

育
委

員
会

学
事

課

1
4

6
1
9

★
高

等
学

校
等

入
学

支
援

金
経

済
的

理
由

に
よ

り
就

学
の

支
援

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
生

徒
に

対
し

、
高

等
学

校
等

に
入

学
を

す
る

た
め

に
必

要
な

学
資

を
支

給
新

規
●

学
資

の
支

給
教

育
委

員
会

学
事

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

８
経

済
的

負
担

の
軽

減

資料1　-8-



方
向

性
事

業
内

容

1
4

9
―

★
子

育
て

応
援

拠
点

事
業

支
援

を
必

要
と

す
る

子
育

て
親

子
を

支
え

、
子

育
て

の
負

担
感

や
不

安
感

を
軽

減
す

る
と

と
も

に
、
児

童
虐

待
の

未
然

防
止

に
つ

な
げ

る
た

め
、
子

育
て

親
子

の
交

流
の

場
の

ほ
か

、
一

時
預

か
り

や
相

談
支

援
な

ど
よ

り
充

実
し

た
支

援
を

提
供

す
る

子
育

て
応

援
拠

点
を

設
置

拡
充

●
子

育
て

応
援

拠
点

の
設

置
　

1
5

か
所

→
1
6

か
所

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

1
5

1
―

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営

子
育

て
支

援
の

拠
点

施
設

と
し

て
、
子

ど
も

を
生

み
育

て
や

す
い

環
境

づ
く

り
を

促
進

す
る

た
め

、
子

育
て

家
庭

を
支

援
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

を
進

め
る

ほ
か

、
情

報
発

信
、
講

座
の

企
画

運
営

、
キ

ッ
ズ

パ
ー

ク
運

営
、

企
業

連
携

な
ど

を
推

進

拡
充

●
子

育
て

支
援

の
拠

点
施

設
と

し
て

、
子

ど
も

を
生

み
育

て
や

す
い

環
境

づ
く

り
を

促
進

す
る

た
め

、
子

育
て

家
庭

を
支

援
す

る
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
づ

く
り

を
進

め
る

ほ
か

、
情

報
発

信
、

講
座

の
企

画
運

営
、
キ

ッ
ズ

パ
ー

ク
運

営
、
企

業
連

携
な

ど
を

推
進

●
令

和
７

年
４

月
か

ら
S

N
S

相
談

の
実

施
時

間
等

を
拡

充
　

火
・
木

・
日

　
1
0

:3
0

～
1
4

:3
0

　
↓

　
祝

日
と

年
末

年
始

除
く

毎
日

　
1
0

:3
0

～
1
7

:3
0

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

1
5

7
―

★
乳

児
等

通
園

支
援

事
業

（
こ

ど
も

誰
で

も
通

園
制

度
）

す
べ

て
の

こ
ど

も
の

育
ち

を
応

援
し

、
子

育
て

家
庭

へ
の

支
援

を
強

化
す

る
た

め
、
６

か
月

か
ら

満
３

歳
未

満
ま

で
の

子
ど

も
を

対
象

と
し

て
、
保

護
者

の
就

労
要

件
を

問
わ

ず
時

間
単

位
で

柔
軟

に
利

用
で

き
る

新
た

な
通

園
給

付
を

実
施

新
規

●
事

業
開

始
（
1
0

月
～

）
　

3
2

か
所

（
各

区
2

か
所

）
で

実
施

予
定

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

９
地

域
全

体
で
の

子
育

て
支

援

資料1　-9-



方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

９
地

域
全

体
で
の

子
育

て
支

援

1
5

9
1
1

エ
リ

ア
支

援
保

育
所

事
業

公
立

・
民

間
保

育
所

等
が

一
体

と
な

っ
て

保
育

の
質

を
高

め
る

と
と

も
に

、
地

域
の

す
べ

て
の

子
ど

も
・
子

育
て

家
庭

を
支

援
す

る
た

め
、
お

お
む

ね
１
～

２
中

学
校

区
を

１
つ

の
エ

リ
ア

と
し

て
市

内
7

8
エ

リ
ア

を
設

定
し

、
公

立
保

育
所

を
エ

リ
ア

支
援

保
育

所
と

位
置

づ
け

、
地

域
の

教
育

・
保

育
施

設
等

と
連

携
し

た
研

修
の

開
催

や
子

育
て

に
関

す
る

相
談

等
を

実
施

拡
充

●
公

立
保

育
所

を
エ

リ
ア

支
援

保
育

所
と

位
置

づ
け

、
公

立
・
民

間
保

育
所

等
が

一
体

と
な

っ
て

保
育

の
質

を
高

め
る

と
と

も
に

、
地

域
の

す
べ

て
の

子
ど

も
・
子

育
て

家
庭

を
支

援
　

6
1
エ

リ
ア

(令
和

6
年

度
)

　
→

6
6

エ
リ

ア
(令

和
7

年
度

)

子
ど

も
青

少
年

局
保

育
運

営
課

1
6

2
―

P
T

A
活

動
活

性
化

へ
の

支
援

子
ど

も
の

健
や

か
な

成
長

に
向

け
た

取
り

組
み

を
進

め
る

P
T

A
の

活
動

活
性

化
を

は
か

る
た

め
、
実

態
調

査
を

行
い

、
効

果
的

な
支

援
を

実
施

拡
充

●
保

護
者

・
教

員
へ

の
実

態
調

査
の

実
施

・
分

析
●

P
T

A
活

動
活

性
化

に
向

け
た

支
援

の
方

向
性

案
の

作
成

●
教

員
へ

の
P

T
A

に
対

す
る

理
解

促
進

に
向

け
た

研
修

教
育

委
員

会
生

涯
学

習
課

資料1　-10-



方
向

性
事

業
内

容

1
6

3
2

0
★

子
育

て
支

援
企

業
認

定
・
表

彰
制

度

社
会

全
体

で
子

育
て

し
や

す
い

ま
ち

づ
く

り
を

進
め

る
た

め
、
男

性
の

育
児

参
画

を
促

進
す

る
制

度
を

導
入

す
る

な
ど

、
子

育
て

に
や

さ
し

い
活

動
を

積
極

的
に

行
っ

て
い

る
企

業
を

認
定

し
、
そ

の
中

か
ら

特
に

優
れ

た
活

動
を

行
っ

て
い

る
企

業
を

表
彰

す
る

と
と

も
に

、
子

育
て

支
援

企
業

の
情

報
を

発
信

拡
充

●
子

育
て

支
援

企
業

の
認

定
・
表

彰
●

S
N

S
等

を
活

用
し

た
広

報
の

実
施

（
就

職
展

等
若

者
向

け
情

報
発

信
を

拡
充

）

子
ど

も
青

少
年

局
企

画
経

理
課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
０

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・バ

ラ
ン
ス
の

実
現
に
向

け
た
支
援

資料1　-11-



方
向

性
事

業
内

容

1
5

9
0

9
エ

リ
ア

支
援

保
育

所
事

業

公
立

・
民

間
保

育
所

等
が

一
体

と
な

っ
て

保
育

の
質

を
高

め
る

と
と

も
に

、
地

域
の

す
べ

て
の

子
ど

も
・
子

育
て

家
庭

を
支

援
す

る
た

め
、
お

お
む

ね
１
～

２
中

学
校

区
を

１
つ

の
エ

リ
ア

と
し

て
市

内
7

8
エ

リ
ア

を
設

定
し

、
公

立
保

育
所

を
エ

リ
ア

支
援

保
育

所
と

位
置

づ
け

、
地

域
の

教
育

・
保

育
施

設
等

と
連

携
し

た
研

修
の

開
催

や
子

育
て

に
関

す
る

相
談

等
を

実
施

拡
充

●
公

立
保

育
所

を
エ

リ
ア

支
援

保
育

所
と

位
置

づ
け

、
公

立
・
民

間
保

育
所

等
が

一
体

と
な

っ
て

保
育

の
質

を
高

め
る

と
と

も
に

、
地

域
の

す
べ

て
の

子
ど

も
・
子

育
て

家
庭

を
支

援
　

6
1
エ

リ
ア

(令
和

6
年

度
)

　
→

6
6

エ
リ

ア
(令

和
7

年
度

)

子
ど

も
青

少
年

局
保

育
運

営
課

1
6

9
―

保
育

士
確

保
支

援
事

業
保

育
士

確
保

支
援

と
し

て
、
処

遇
改

善
、
就

職
支

援
、

就
業

継
続

及
び

離
職

防
止

等
に

資
す

る
事

業
を

実
施

拡
充

●
保

育
士

確
保

支
援

と
し

て
、
処

遇
改

善
、
就

職
支

援
、
就

業
継

続
及

び
離

職
防

止
等

に
資

す
る

事
業

を
推

進
　

▶
保

育
所

等
運

営
費

補
給

金
　

▶
保

育
士

宿
舎

借
上

げ
支

援
　

▶
保

育
士

等
奨

学
金

返
済

支
援

●
新

た
に

、
就

職
準

備
金

貸
付

事
業

を
実

施

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

1
7

1
―

保
育

所
等

関
係

手
続

き
の

電
子

申
請

の
推

進

保
護

者
が

区
役

所
等

に
来

庁
し

な
く

て
も

、
保

育
所

等
に

か
か

る
各

種
手

続
き

の
申

請
が

で
き

る
よ

う
、
電

子
申

請
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
保

護
者

に
と

っ
て

必
要

な
情

報
の

提
供

を
実

施

拡
充

●
毎

月
随

時
申

請
等

の
電

子
申

請
導

入
●

毎
月

募
集

枠
の

掲
載

等
情

報
提

供
の

拡
充

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

1
7

2
―

延
長

保
育

事
業

保
護

者
の

就
労

時
間

の
多

様
化

に
対

応
す

る
た

め
、
通

常
の

保
育

時
間

(1
1
時

間
)を

延
長

し
て

、
保

育
を

行
う

事
業

を
実

施
拡

充
●

4
9

6
か

所
で

実
施

　
▶
公

立
保

育
所

　
6

9
か

所
　

▶
民

間
保

育
所

等
　

4
2

7
か

所

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

,
保

育
運

営
課

1
7

4
―

病
児

・
病

後
児

デ
イ

ケ
ア

事
業

病
気

ま
た

は
病

気
の

回
復

期
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
集

団
保

育
が

困
難

な
子

ど
も

（
生

後
6

か
月

か
ら

小
学

生
ま

で
）
を

、
保

護
者

の
勤

務
な

ど
の

都
合

に
よ

り
家

庭
で

育
児

が
で

き
な

い
と

き
に

、
一

時
的

に
預

か
る

事
業

を
実

施

拡
充

●
2

2
か

所
で

実
施

　
▶
医

療
機

関
型

：
2

0
か

所
　

▶
保

育
所

型
：
1
か

所
　

▶
単

独
型

：
1
か

所
　

▶
実

施
施

設
1
か

所
増

（
予

定
）

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
１

質
の

高
い

乳
幼

児
期

の
教

育
・
保

育
の

総
合
的

な
提

供

資料1　-12-



方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

１
１

質
の

高
い

乳
幼

児
期

の
教

育
・
保

育
の

総
合
的

な
提

供

1
7

6
―

産
休

あ
け

・
育

休
あ

け
保

育
所

等
入

所
予

約
事

業

産
休

・
育

休
あ

け
の

職
場

復
帰

に
あ

わ
せ

て
入

所
予

約
す

る
こ

と
に

よ
り

、
保

育
所

等
の

利
用

を
円

滑
に

す
る

事
業

を
実

施
拡

充

●
1
1
8

か
所

で
実

施
　

▶
民

間
保

育
所

等
（
6

人
型

）
：
8

2
か

所
　

▶
民

間
保

育
所

等
（
3

人
型

）
：
2

9
か

所
　

▶
公

立
保

育
所

：
7

か
所

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

,
保

育
運

営
課

1
7

7
―

幼
稚

園
に

お
け

る
預

か
り

保
育

事
業

（
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

型
）
、
私

立
幼

稚
園

に
お

け
る

預
か

り
保

育
拡

充
事

業
）

子
育

て
支

援
の

充
実

を
は

か
る

た
め

、
幼

稚
園

ま
た

は
認

定
こ

ど
も

園
に

お
い

て
、
預

か
り

保
育

事
業

を
実

施
拡

充

●
子

育
て

支
援

の
充

実
を

は
か

る
た

め
、
幼

稚
園

ま
た

は
認

定
こ

ど
も

園
に

お
い

て
、
預

か
り

保
育

事
業

を
実

施
　

▶
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

型
Ⅰ

）
：
1
1
7

か
所

（
認

定
こ

ど
も

園
9

3
か

所
、
施

設
型

給
付

幼
稚

園
1
6

か
所

、
市

外
施

設
8

か
所

）
　

▶
一

時
預

か
り

事
業

（
幼

稚
園

型
Ⅱ

）
：
8

か
所 　

▶
私

立
幼

稚
園

に
お

け
る

預
か

り
保

育
拡

充
事

業
：
市

内
1
9

か
所

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

1
7

9
1
3

障
害

児
保

育
保

育
所

等
に

お
け

る
障

害
児

の
成

長
・
発

達
の

促
進

を
は

か
る

た
め

、
健

常
な

子
ど

も
と

と
も

に
集

団
保

育
が

可
能

な
障

害
の

あ
る

子
ど

も
の

保
育

を
推

進
拡

充
●

障
害

児
に

か
か

る
受

入
れ

体
制

の
拡

充
子

ど
も

青
少

年
局

幼
保

企
画

課
,

保
育

運
営

課

1
8

0
1
3

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

保
育

職
・
看

護
職

等
が

協
働

し
て

保
育

を
提

供
し

、
医

療
的

ケ
ア

児
一

人
ひ

と
り

の
心

身
の

成
長

発
達

を
保

障
す

る
と

と
も

に
、
医

療
的

ケ
ア

児
の

受
入

れ
を

促
進

す
る

た
め

の
体

制
整

備
を

実
施

拡
充

●
医

療
的

ケ
ア

児
に

か
か

る
受

入
れ

体
制

の
拡

充
子

ど
も

青
少

年
局

幼
保

企
画

課
,

保
育

運
営

課
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方
向

性
事

業
内

容

1
7

9
1
1

障
害

児
保

育
保

育
所

等
に

お
け

る
障

害
児

の
成

長
・
発

達
の

促
進

を
は

か
る

た
め

、
健

常
な

子
ど

も
と

と
も

に
集

団
保

育
が

可
能

な
障

害
の

あ
る

子
ど

も
の

保
育

を
推

進
拡

充
●

障
害

児
に

か
か

る
受

入
れ

体
制

の
拡

充
子

ど
も

青
少

年
局

幼
保

企
画

課
,

保
育

運
営

課

1
8

0
1
1

医
療

的
ケ

ア
児

保
育

支
援

事
業

保
育

職
・
看

護
職

等
が

協
働

し
て

保
育

を
提

供
し

、
医

療
的

ケ
ア

児
一

人
ひ

と
り

の
心

身
の

成
長

発
達

を
保

障
す

る
と

と
も

に
、
医

療
的

ケ
ア

児
の

受
入

れ
を

促
進

す
る

た
め

の
体

制
整

備
を

実
施

拡
充

●
医

療
的

ケ
ア

児
に

か
か

る
受

入
れ

体
制

の
拡

充
子

ど
も

青
少

年
局

幼
保

企
画

課
,

保
育

運
営

課

1
9

7
―

地
域

療
育

セ
ン

タ
ー

等
の

充
実

発
達

に
支

援
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

と
そ

の
保

護
者

が
、
年

齢
、
発

達
の

状
況

、
家

庭
の

状
況

等
に

応
じ

て
、

地
域

で
適

切
な

発
達

支
援

を
適

切
な

時
期

に
受

け
ら

れ
る

支
援

体
制

を
整

え
る

た
め

、
地

域
療

育
セ

ン
タ

ー
の

量
と

質
を

拡
充

す
る

と
と

も
に

、
地

域
療

育
セ

ン
タ

ー
の

サ
テ

ラ
イ

ト
の

設
置

を
含

め
た

支
援

体
制

を
整

備

拡
充

●
地

域
支

援
・
調

整
部

門
の

拡
充

　
（
2

か
所

→
 3

か
所

）
●

児
童

発
達

支
援

提
供

時
間

前
の

見
守

り
一

時
支

援
の

拡
充

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

2
0

2
―

子
ど

も
発

達
支

援
に

関
す

る
体

系
的

研
修

の
実

施

子
ど

も
発

達
支

援
に

携
わ

る
職

員
の

知
識

の
習

得
や

支
援

ス
キ

ル
等

の
向

上
を

目
的

と
し

た
体

系
的

な
研

修
を

実
施

拡
充

●
体

系
的

研
修

の
実

施
　

（
医

療
的

ケ
ア

児
・

重
症

心
身

障
害

児
支

援
に

か
か

る
研

修
の

追
加

）
●

動
画

講
座

の
配

信
（
医

療
的

ケ
ア

児
・
重

症
心

身
障

害
児

支
援

に
か

か
る

研
修

の
追

加
）

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

2
0

5
―

包
括

的
な

医
療

的
ケ

ア
児

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築

医
療

的
ケ

ア
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

と
そ

の
保

護
者

が
安

心
し

て
日

常
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
行

政
機

関
や

事
業

者
な

ど
で

構
成

さ
れ

る
協

議
の

場
を

設
置

し
、
支

援
者

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

す
る

と
と

も
に

、
個

別
の

ケ
ー

ス
に

対
し

て
、
多

職
種

に
よ

る
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

体
制

を
構

築
し

、
切

れ
目

の
な

い
伴

走
型

の
支

援
を

推
進

拡
充

●
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

に
よ

る
支

援
体

制
の

構
築

（
拡

充
）

●
医

療
的

ケ
ア

児
の

子
育

て
サ

ロ
ン

の
実

施
（
新

規
）

●
医

療
的

ケ
ア

児
の

実
態

調
査

（
新

規
）

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
３

障
害

や
発

達
に
特

性
の

あ
る
子

ど
も
と
そ
の

家
庭

へ
の

支
援
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方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

１
３

障
害

や
発

達
に
特

性
の

あ
る
子

ど
も
と
そ
の

家
庭

へ
の

支
援

2
0

7
―

名
古

屋
市

立
大

学
と

連
携

し
た

発
達

障
害

児
者

へ
の

支
援

発
達

障
害

児
者

が
各

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

お
い

て
、
必

要
な

時
期

に
、
必

要
な

支
援

を
受

け
ら

れ
る

支
援

体
制

を
整

え
る

た
め

、
名

古
屋

市
立

大
学

と
連

携
し

て
、
医

療
・
福

祉
・
教

育
が

一
体

と
な

っ
た

発
達

障
害

に
関

す
る

知
見

の
蓄

積
と

発
達

障
害

児
者

へ
の

支
援

を
実

施

拡
充

●
名

古
屋

市
立

大
学

に
お

け
る

寄
附

講
座

及
び

こ
こ

ろ
の

発
達

診
療

研
究

セ
ン

タ
ー

の
運

営 ●
連

携
事

業
の

実
施

●
発

達
障

害
医

療
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置 ●

セ
ラ

ピ
ス

ト
体

制
の

強
化

子
ど

も
青

少
年

局 総
務

局
健

康
福

祉
局

教
育

委
員

会

子
ど

も
福

祉
課

2
0

8
―

こ
ど

も
ホ

ス
ピ

ス
へ

の
支

援

小
児

が
ん

な
ど

の
病

気
や

、
重

症
心

身
障

害
な

ど
に

よ
り

、
生

命
を

脅
か

さ
れ

る
状

況
に

あ
る

子
ど

も
と

そ
の

家
族

が
、
安

心
し

て
楽

し
い

時
間

を
過

ご
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
こ

ど
も

ホ
ス

ピ
ス

の
設

立
に

向
け

た
支

援
を

実
施

拡
充

●
協

議
会

の
開

催
●

実
態

調
査

の
実

施

子
ど

も
青

少
年

局 健
康

福
祉

局

子
ど

も
福

祉
課

2
1
1

―
特

別
な

サ
ポ

ー
ト

が
必

要
な

子
ど

も
へ

の
指

導
・
支

援
の

充
実

特
別

な
支

援
が

必
要

な
子

ど
も

に
対

し
て

障
害

の
種

類
や

程
度

、
発

達
障

害
の

特
性

に
応

じ
た

適
切

な
指

導
・

支
援

を
行

う
た

め
、
環

境
整

備
や

人
的

配
置

の
充

実
と

と
も

に
、
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
な

子
ど

も
が

安
心

し
て

学
校

（
園

）
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
早

期
に

情
報

を
把

握
し

、
関

係
機

関
と

連
携

し
た

多
職

種
に

よ
る

サ
ポ

ー
ト

チ
ー

ム
体

制
で

の
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

実
施

拡
充

●
特

別
支

援
学

級
・
通

級
指

導
教

室
に

お
け

る
指

導
・
支

援
　

▶
特

別
支

援
学

級
の

設
置

　
▶
通

級
指

導
教

室
の

設
置

  
9

7
教

室
●

通
常

の
学

級
に

お
け

る
指

導
支

援
　

▶
発

達
障

害
対

応
支

援
講

師
の

配
置

　
1
2

8
校 　

▶
発

達
障

害
対

応
支

援
員

の
配

置
●

特
別

支
援

学
校

に
お

け
る

指
導

・
支

援
　

▶
学

校
運

営
・
指

導
法

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
　

6
5

回
　

▶
職

業
指

導
・
現

場
実

習
の

調
整

●
医

療
的

ケ
ア

等
が

必
要

な
子

ど
も

へ
の

支
援 　

▶
学

校
生

活
介

助
ア

シ
ス

タ
ン

ト
の

配
置

　
▶
看

護
介

助
員

の
配

置
と

通
学

支
援

　
▶
医

療
的

ケ
ア

連
絡

会
議

の
運

営
　

▶
サ

ポ
ー

ト
チ

ー
ム

へ
の

参
画

（
新

規
）

　
▶
宿

泊
行

事
へ

の
介

護
ヘ

ル
パ

ー
の

派
遣

●
個

別
の

教
育

支
援

計
画

及
び

個
別

の
指

導
計

画
の

作
成

・
活

用
　

▶
専

門
家

チ
ー

ム
の

派
遣

教
育

委
員

会
特

別
支

援
教

育
課
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方
向

性
事

業
内

容

1
1
8

0
6

1
7

1
9

な
ご

や
子

ど
も

応
援

委
員

会
の

運
営

さ
ま

ざ
ま

な
悩

み
や

心
配

を
抱

え
る

子
ど

も
や

親
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

、
常

勤
の

専
門

職
等

を
学

校
現

場
に

配
置

す
る

こ
と

で
、
す

べ
て

の
子

ど
も

た
ち

の
健

や
か

な
発

達
を

支
援

し
、
子

ど
も

た
ち

が
主

体
的

に
人

生
の

針
路

を
探

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
応

援
す

る
と

と
も

に
、
幼

少
期

か
ら

の
子

ど
も

の
支

援
の

充
実

に
向

け
て

検
討

拡
充

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
中

学
校

　
1
1
0

校
　

▶
高

校
　

2
校

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

セ
ク

レ
タ

リ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

ポ
リ

ス
の

配
置

　
▶
事

務
局

校
　

1
7

校
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
幼

稚
園

、
小

学
校

、
高

校
、
特

別
支

援
学

校
、
夜

間
中

学
　

全
校

（
園

）
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
配

置
　

▶
夜

間
中

学
●

規
模

の
大

き
な

学
校

等
へ

の
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
加

配

教
育

委
員

会
子

ど
も

応
援

課

1
2

9
0

7
★

産
後

ケ
ア

事
業

出
産

直
後

の
産

婦
が

、
入

院
を

要
し

な
い

程
度

の
心

身
の

不
調

が
あ

る
、
育

児
不

安
が

あ
る

、
家

族
等

か
ら

十
分

な
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

状
況

に
該

当
す

る
場

合
に

、
産

婦
及

び
新

生
児

･
乳

児
に

対
し

て
、
助

産
所

等
に

お
け

る
宿

泊
、
日

帰
り

ま
た

は
訪

問
に

よ
る

支
援

を
実

施

拡
充

●
産

婦
及

び
新

生
児

･
乳

児
に

対
し

て
、
助

産
所

等
に

お
け

る
宿

泊
、
日

帰
り

ま
た

は
訪

問
に

よ
る

支
援

を
実

施
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

●
利

用
要

件
の

緩
和

（
産

後
ケ

ア
が

必
要

な
す

べ
て

の
者

、
原

則
出

産
後

4
か

月
→

出
産

後
1
年

間
）
、
利

用
料

の
変

更

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

2
1
4

―
妊

産
婦

等
生

活
援

助
事

業
家

庭
生

活
に

困
難

を
抱

え
る

妊
婦

や
出

産
後

の
母

子
等

に
対

し
、
一

時
的

な
住

ま
い

や
食

事
の

提
供

及
び

養
育

等
に

か
か

る
情

報
提

供
を

実
施

新
規

●
家

庭
生

活
に

困
難

を
抱

え
る

妊
婦

や
出

産
後

の
母

子
等

に
対

し
、
一

時
的

な
住

ま
い

や
食

事
の

提
供

及
び

養
育

等
に

か
か

る
情

報
提

供
を

実
施

子
ど

も
青

少
年

局
子

育
て

支
援

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
４

虐
待

を
受

け
て
い

る
子

ど
も
な
ど
配

慮
を
必
要

と
す
る
子

ど
も
と
そ
の

家
庭

へ
の

支
援
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方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

１
４

虐
待

を
受

け
て
い

る
子

ど
も
な
ど
配

慮
を
必
要

と
す
る
子

ど
も
と
そ
の

家
庭

へ
の

支
援

2
2

2
１
４

区
役

所
・
支

所
に

お
け

る
子

ど
も

や
家

庭
へ

の
支

援

児
童

を
虐

待
か

ら
守

る
た

め
、
地

域
に

身
近

な
窓

口
で

あ
る

各
区

役
所

・
支

所
（
社

会
福

祉
事

務
所

）
に

お
い

て
、
教

育
・
保

健
・
福

祉
の

連
携

を
強

化
す

る
な

ど
、
こ

ど
も

家
庭

セ
ン

タ
ー

と
し

て
の

支
援

体
制

を
整

備
し

、
児

童
相

談
所

と
連

携
・
役

割
分

担
を

行
い

な
が

ら
、
子

ど
も

や
家

庭
へ

の
支

援
及

び
児

童
虐

待
へ

の
対

応
等

を
実

施

拡
充

●
こ

ど
も

家
庭

セ
ン

タ
ー

の
設

置
　

3
→

8
か

所
（
+

5
か

所
）

　
▶
統

括
支

援
員

の
配

置
　

3
→

8
人

（
+

5
人

）
　

▶
兼

務
児

童
福

祉
司

の
増

員
　

3
4

→
3

6
人

（
＋

2
人

）
　

▶
児

童
虐

待
対

応
支

援
員

の
配

置
　

4
6

人

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

2
2

7
―

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

被
害

者
等

と
そ

の
子

ど
も

へ
の

支
援

配
偶

者
暴

力
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
等

に
お

い
て

、
配

偶
者

か
ら

身
体

的
暴

力
、
精

神
的

暴
力

、
経

済
的

暴
力

、
性

的
暴

力
を

受
け

た
被

害
者

に
対

し
て

、
安

心
と

安
全

に
配

慮
し

、
関

係
機

関
と

連
携

し
た

、
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
困

難
な

問
題

を
抱

え
る

女
性

に
対

し
て

、
関

係
機

関
等

と
の

協
働

に
よ

る
、
相

談
・
保

護
・
自

立
支

援
等

を
実

施

拡
充

●
配

偶
者

か
ら

暴
力

を
受

け
た

被
害

者
に

対
し

て
、
安

心
と

安
全

に
配

慮
し

、
関

係
機

関
と

連
携

し
た

、
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
困

難
な

問
題

を
抱

え
る

女
性

に
対

し
て

、
関

係
機

関
等

と
の

協
働

に
よ

る
、
相

談
・
保

護
・
自

立
支

援
等

を
実

施
　

▶
新

規
計

画
を

策
定

　
▶
若

年
女

性
へ

の
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
モ

デ
ル

事
業

を
実

施

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課
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方
向

性
事

業
内

容

2
3

1
1
9

★
児

童
養

護
施

設
等

入
所

児
童

及
び

退
所

し
た

児
童

へ
の

自
立

支
援

児
童

養
護

施
設

等
入

所
児

童
の

社
会

的
自

立
の

た
め

、
自

立
支

援
担

当
職

員
に

よ
る

就
労

や
就

学
に

関
す

る
支

援
の

強
化

を
は

か
る

と
と

も
に

、
施

設
を

退
所

し
て

就
労

す
る

児
童

が
無

理
の

な
い

ス
テ

ッ
プ

で
自

立
で

き
る

よ
う

見
守

り
、
支

援
を

実
施

拡
充

●
退

所
児

童
の

社
会

的
自

立
の

た
め

支
援

　
▶
児

童
養

護
施

設
等

退
所

児
童

就
労

支
援

事
業

の
実

施
　

▶
児

童
自

立
支

援
担

当
職

員
の

配
置

の
継

続 　
▶
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所

Ⅰ
型

　
3

か
所

→
4

か
所

　
▶
個

別
対

応
職

員
の

配
置

　
0

人
→

4
人

　
▶
社

会
的

養
育

ス
テ

ッ
プ

ハ
ウ

ス
事

業
の

継
続 　

▶
子

ど
も

の
未

来
応

援
金

の
支

給
の

継
続

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

2
3

2
―

児
童

養
護

施
設

等
の

改
築

児
童

福
祉

施
設

に
入

所
す

る
児

童
等

の
生

活
環

境
の

向
上

を
は

か
り

、
支

援
機

能
の

強
化

を
は

か
る

た
め

、
老

朽
化

し
た

児
童

自
立

支
援

施
設

「
玉

野
川

学
園

」
の

改
築

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
民

間
児

童
養

護
施

設
の

改
築

を
伴

う
機

能
強

化
に

対
す

る
補

助
を

実
施

拡
充

●
老

朽
化

し
た

児
童

自
立

支
援

施
設

「
玉

野
川

学
園

」
の

改
築

工
事

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
民

間
児

童
養

護
施

設
の

改
築

を
伴

う
機

能
強

化
に

対
す

る
補

助
先

の
検

討
を

実
施

●
愛

松
学

園
の

改
築

（
1
年

目
）

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
５

社
会

的
養

育
が

必
要

な
子

ど
も
へ
の

支
援

資料1　-18-



方
向

性
事

業
内

容

2
5

5
1
9

ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
支

援
事

業

疾
病

や
事

故
な

ど
で

日
常

生
活

に
援

助
が

必
要

な
ひ

と
り

親
家

庭
、
寡

婦
世

帯
ま

た
は

寡
夫

世
帯

に
ヘ

ル
パ

ー
を

派
遣

し
、
家

事
や

介
護

を
行

う
生

活
援

助
や

、
名

古
屋

市
が

指
定

す
る

保
育

施
設

に
お

い
て

一
時

的
に

児
童

を
預

か
る

子
育

て
支

援
を

実
施

拡
充

●
生

活
援

助
の

実
施

事
業

者
数

の
拡

充
子

ど
も

青
少

年
局

子
ど

も
未

来
企

画
課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
６

ひ
と
り
親

家
庭

の
子

ど
も
と
そ
の

家
庭

へ
の

支
援

資料1　-19-



方
向

性
事

業
内

容

1
1
5

0
5

★
校

内
の

教
室

以
外

の
居

場
所

づ
く

り

教
室

に
入

れ
な

い
子

ど
も

が
安

心
し

て
学

校
生

活
を

送
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、
校

内
の

教
室

以
外

の
居

場
所

づ
く

り
を

推
進

拡
充

●
校

内
の

教
室

以
外

の
居

場
所

づ
く

り
　

▶
小

学
校

　
　

5
校

　
▶
中

学
校

　
1
1
0

校
教

育
委

員
会

新
し

い
学

校
づ

く
り

推
進

課

1
1
8

0
6

1
4

1
9

な
ご

や
子

ど
も

応
援

委
員

会
の

運
営

さ
ま

ざ
ま

な
悩

み
や

心
配

を
抱

え
る

子
ど

も
や

親
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

、
常

勤
の

専
門

職
等

を
学

校
現

場
に

配
置

す
る

こ
と

で
、
す

べ
て

の
子

ど
も

た
ち

の
健

や
か

な
発

達
を

支
援

し
、
子

ど
も

た
ち

が
主

体
的

に
人

生
の

針
路

を
探

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
応

援
す

る
と

と
も

に
、
幼

少
期

か
ら

の
子

ど
も

の
支

援
の

充
実

に
向

け
て

検
討

拡
充

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
中

学
校

　
1
1
0

校
　

▶
高

校
　

2
校

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

セ
ク

レ
タ

リ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

ポ
リ

ス
の

配
置

　
▶
事

務
局

校
　

1
7

校
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
幼

稚
園

、
小

学
校

、
高

校
、
特

別
支

援
学

校
、
夜

間
中

学
　

全
校

（
園

）
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
配

置
　

▶
夜

間
中

学
●

規
模

の
大

き
な

学
校

等
へ

の
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
加

配

教
育

委
員

会
子

ど
も

応
援

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
７

い
じ
め
な
ど
の

未
然

防
止

と
早

期
発

見
・解

決
へ
の
対

応
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方
向

性
事

業
内

容

2
6

9
―

★
日

本
語

指
導

が
必

要
な

児
童

生
徒

等
の

支
援

日
本

語
指

導
が

必
要

な
児

童
生

徒
の

早
期

の
学

校
生

活
へ

の
適

応
を

は
か

る
た

め
、
小

・
中

学
校

に
日

本
語

指
導

講
師

や
母

語
学

習
協

力
員

を
、
定

時
制

高
校

に
母

語
指

導
補

助
員

を
配

置
す

る
と

と
も

に
、
日

本
語

教
育

相
談

セ
ン

タ
ー

や
初

期
日

本
語

集
中

教
室

・
日

本
語

通
級

指
導

教
室

を
運

営

拡
充

●
日

本
語

指
導

講
師

の
配

置
　

▶
小

学
校

　
3

2
人

　
▶
中

学
校

　
2

人
●

母
語

学
習

協
力

員
の

配
置

  
 ウ

ル
ド

ゥ
ー

語
・
タ

ミ
ル

語
の

母
語

学
習

協
力

員
の

配
置

を
拡

充
  

▶
小

・
中

学
校

　
5

1
人

→
5

4
人

●
母

語
指

導
補

助
員

の
配

置
　

▶
高

等
学

校
　

4
人

●
日

本
語

教
育

相
談

セ
ン

タ
ー

の
運

営
●

初
期

日
本

語
集

中
教

室
の

運
営

　
▶
対

面
指

導
　

3
教

室
　

▶
遠

隔
型

指
導

　
2

教
室

●
日

本
語

通
級

指
導

教
室

の
運

営
　

1
6

校

教
育

委
員

会
義

務
教

育
課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
８

外
国

に
つ
な
が

る
子

ど
も
と
そ
の
家

庭
へ
の

支
援
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方
向

性
事

業
内

容

1
1
8

0
6

1
4

1
7

な
ご

や
子

ど
も

応
援

委
員

会
の

運
営

さ
ま

ざ
ま

な
悩

み
や

心
配

を
抱

え
る

子
ど

も
や

親
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め

、
常

勤
の

専
門

職
等

を
学

校
現

場
に

配
置

す
る

こ
と

で
、
す

べ
て

の
子

ど
も

た
ち

の
健

や
か

な
発

達
を

支
援

し
、
子

ど
も

た
ち

が
主

体
的

に
人

生
の

針
路

を
探

す
こ

と
が

で
き

る
よ

う
応

援
す

る
と

と
も

に
、
幼

少
期

か
ら

の
子

ど
も

の
支

援
の

充
実

に
向

け
て

検
討

拡
充

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
中

学
校

　
1
1
0

校
　

▶
高

校
　

2
校

●
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

セ
ク

レ
タ

リ
ー

、
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

ポ
リ

ス
の

配
置

　
▶
事

務
局

校
　

1
7

校
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

配
置

　
▶
幼

稚
園

、
小

学
校

、
高

校
、
特

別
支

援
学

校
、
夜

間
中

学
　

全
校

（
園

）
●

非
常

勤
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
配

置
　

▶
夜

間
中

学
●

規
模

の
大

き
な

学
校

等
へ

の
非

常
勤

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
加

配

教
育

委
員

会
子

ど
も

応
援

課

1
4

1
0

8
実

費
徴

収
に

係
る

補
足

給
付

事
業

生
活

保
護

受
給

世
帯

等
に

対
し

て
、
教

育
・
保

育
を

利
用

す
る

た
め

に
必

要
な

日
用

品
、
文

房
具

等
の

購
入

に
要

す
る

費
用

、
行

事
へ

の
参

加
に

要
す

る
費

用
な

ど
に

つ
い

て
、
そ

の
一

部
を

助
成

拡
充

●
生

活
保

護
受

給
世

帯
等

へ
の

教
育

・
保

育
を

利
用

す
る

た
め

に
必

要
な

日
用

品
、
文

房
具

等
の

購
入

に
要

す
る

費
用

、
行

事
へ

の
参

加
に

要
す

る
費

用
の

助
成

　
▸
１
人

当
た

り
の

月
額

補
助

限
度

額
を

　
  

2
,5

0
0

円
か

ら
2

,7
0

0
円

へ
変

更
●

保
育

所
等

に
生

活
管

理
指

導
表

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

用
）
を

提
出

す
る

に
当

た
り

、
医

療
機

関
に

て
文

書
料

を
支

払
っ

た
保

護
者

へ
の

文
書

料
の

助
成

子
ど

も
青

少
年

局
幼

保
企

画
課

1
4

6
0

8
★

高
等

学
校

等
入

学
支

援
金

経
済

的
理

由
に

よ
り

就
学

の
支

援
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

生
徒

に
対

し
、
高

等
学

校
等

に
入

学
を

す
る

た
め

に
必

要
な

学
資

を
支

給
新

規
●

学
資

の
支

給
教

育
委

員
会

学
事

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

１
９

子
ど
も
の

将
来

が
生

ま
れ
育

っ
た
環
境

に
左

右
さ
れ
な
い
た
め
の

貧
困

対
策
の

推
進
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方
向

性
事

業
内

容
所

管
局

所
管

課
事

業
番

号
(複

)
施

策
事

業
名

事
業

概
要

令
和

7
年

度
※

施
策

１
９

子
ど
も
の

将
来

が
生

ま
れ
育

っ
た
環
境

に
左

右
さ
れ
な
い
た
め
の

貧
困

対
策
の

推
進

2
3

1
1
5

★
児

童
養

護
施

設
等

入
所

児
童

及
び

退
所

し
た

児
童

へ
の

自
立

支
援

児
童

養
護

施
設

等
入

所
児

童
の

社
会

的
自

立
の

た
め

、
自

立
支

援
担

当
職

員
に

よ
る

就
労

や
就

学
に

関
す

る
支

援
の

強
化

を
は

か
る

と
と

も
に

、
施

設
を

退
所

し
て

就
労

す
る

児
童

が
無

理
の

な
い

ス
テ

ッ
プ

で
自

立
で

き
る

よ
う

見
守

り
、
支

援
を

実
施

拡
充

●
退

所
児

童
の

社
会

的
自

立
の

た
め

支
援

　
▶
児

童
養

護
施

設
等

退
所

児
童

就
労

支
援

事
業

の
実

施
　

▶
児

童
自

立
支

援
担

当
職

員
の

配
置

の
継

続 　
▶
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所

Ⅰ
型

　
3

か
所

→
4

か
所

　
▶
個

別
対

応
職

員
の

配
置

　
0

人
→

4
人

　
▶
社

会
的

養
育

ス
テ

ッ
プ

ハ
ウ

ス
事

業
の

継
続 　

▶
子

ど
も

の
未

来
応

援
金

の
支

給
の

継
続

子
ど

も
青

少
年

局
子

ど
も

福
祉

課

2
5

5
1
6

ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
支

援
事

業

疾
病

や
事

故
な

ど
で

日
常

生
活

に
援

助
が

必
要

な
ひ

と
り

親
家

庭
、
寡

婦
世

帯
ま

た
は

寡
夫

世
帯

に
ヘ

ル
パ

ー
を

派
遣

し
、
家

事
や

介
護

を
行

う
生

活
援

助
や

、
名

古
屋

市
が

指
定

す
る

保
育

施
設

に
お

い
て

一
時

的
に

児
童

を
預

か
る

子
育

て
支

援
を

実
施

拡
充

●
生

活
援

助
の

実
施

事
業

者
数

の
拡

充
子

ど
も

青
少

年
局

子
ど

も
未

来
企

画
課

資料1　-23-



方
向

性
事

業
内

容

0
6

2
0

3
★

地
下

鉄
駅

で
の

ベ
ビ

ー
カ

ー
レ

ン
タ

ル
の

試
行

導
入

駅
周

辺
に

お
け

る
子

ど
も

連
れ

で
の

移
動

の
利

便
性

向
上

を
め

ざ
し

、
ベ

ビ
ー

カ
ー

レ
ン

タ
ル

サ
ー

ビ
ス

を
試

行
導

入
新

規
●

試
行

導
入

交
通

局
経

営
企

画
課

,
資

産
活

用
課

,
運

輸
課

1
6

3
1
0

★
子

育
て

支
援

企
業

認
定

・
表

彰
制

度

社
会

全
体

で
子

育
て

し
や

す
い

ま
ち

づ
く

り
を

進
め

る
た

め
、
男

性
の

育
児

参
画

を
促

進
す

る
制

度
を

導
入

す
る

な
ど

、
子

育
て

に
や

さ
し

い
活

動
を

積
極

的
に

行
っ

て
い

る
企

業
を

認
定

し
、
そ

の
中

か
ら

特
に

優
れ

た
活

動
を

行
っ

て
い

る
企

業
を

表
彰

す
る

と
と

も
に

、
子

育
て

支
援

企
業

の
情

報
を

発
信

拡
充

●
子

育
て

支
援

企
業

の
認

定
・
表

彰
●

S
N

S
等

を
活

用
し

た
広

報
の

実
施

（
就

職
展

等
若

者
向

け
情

報
発

信
を

拡
充

）

子
ど

も
青

少
年

局
企

画
経

理
課

2
7

1
―

★
子

ど
も

や
子

育
て

家
庭

に
や

さ
し

い
社

会
機

運
の

醸
成

こ
ど

も
フ

ァ
ス

ト
・
ト

ラ
ッ

ク
な

ど
の

子
ど

も
や

子
育

て
家

庭
、
妊

婦
に

配
慮

し
た

取
り

組
み

や
、
本

市
の

子
ど

も
・

若
者

・
子

育
て

家
庭

の
支

援
策

の
分

か
り

や
す

く
親

し
み

や
す

い
情

報
発

信
な

ど
を

通
じ

て
、
子

ど
も

や
子

育
て

家
庭

に
や

さ
し

い
社

会
機

運
の

醸
成

を
は

か
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

や
若

者
が

出
会

い
や

結
婚

・
子

育
て

の
希

望
を

か
な

え
ら

れ
る

ま
ち

の
イ

メ
ー

ジ
を

持
て

る
よ

う
、
さ

ま
ざ

ま
な

取
り

組
み

を
実

施

拡
充

●
公

共
施

設
、
民

間
施

設
な

ど
さ

ま
ざ

ま
な

場
で

の
こ

ど
も

フ
ァ

ス
ト

・
ト

ラ
ッ

ク
の

実
施

●
シ

テ
ィ

プ
ロ

モ
ー

シ
ョ

ン
の

推
進

子
ど

も
青

少
年

局 は
じ

め
関

係
局

企
画

経
理

課

所
管

局
所

管
課

事
業

番
号

(複
)

施
策

事
業

名
事

業
概

要
令

和
7

年
度

※

施
策

２
０

子
ど
も
・若

者
・
子
育

て
家

庭
を
応
援

す
る
社

会
づ

く
り
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＜議題２＞ 

 

「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024 

名古屋市子どもに関する総合計画」の進捗管理

について 

 

 

 

 

 

令和７年６⽉９⽇ 
資料 ２ 

 





「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024  

名古屋市子どもに関する総合計画」の進捗管理について 

 
 

○「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024」の実施状況等については、なごや

子どもの権利条例第 21 条により、本協議会の意見を聴くこととされています。 

 

○活発に意見を出していただくため、10 月に開催予定の第２回協議会では、事前に

委員の皆様に資料をお送りし、意見を集約します。いただいた意見をもとに、全体

会の後に委員の皆様にグループに分かれて意見交換していただく予定です。 

 

○「なごや子ども・子育てわくわくプラン 2024」の 20 の施策体系を基準に、以下

の３つの区分で整理しグループを構成します。 

 

グループ①：所属委員数 10 名、対象事業数 115 

「乳幼児期の子ども・親への支援」 

 

 

 

 

 

 

 

グループ②：所属委員数 11 名、対象事業数 116 

「（主に）学齢期以降の子どもへの支援」 

 

 

 

 

 

 

 

グループ③：所属委員数 12 名、対象事業数 145 

「困難を抱える子ども・若者・家庭への支援」 

 

 

 

【意見交換の対象とする事業の考え方】 

 グループ①では、施策 2「子どもの健康の支援」や施策 7「安心して子どもを生

み、親として成長することへの支援」、施策 12「質の高い乳幼児期の教育・保育の

総合的な提供」などの、妊娠前から出産に至るまでの支援事業や、保育所、幼稚園

などの就学前児童までを対象とする事業を意見交換の対象事業とします。 

【意見交換の対象とする事業の考え方】 

 グループ②では、施策 1「子どもの権利を守り生かすことへの支援」や施策 3「居

場所と安全の支援」、施策 4「学びの支援」など、学齢期の子どもたちを対象とす

る事業と、若者に対する事業のうち、グループ③に属さない事業を意見交換の対象

事業とします。 

【意見交換の対象とする事業の考え方】 

 グループ③では、施策 6「子ども・親総合支援」や施策 13「社会的自立に困難を

有する子ども・若者への総合的な支援」、施策 20「子どもの将来が生まれ育った環

境に左右されないための貧困対策の推進」など、障害や貧困などに関わる事業を意

見交換の対象事業とします。 
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な
ご
や
子
ども
・子
育
て
支
援
協
議
会
　第

2回
（
10
月
開
催
予
定
）
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
構
成
（
案
）

※
令
和
7年

6月
9⽇

時
点
の
委
員
⽒
名
で
作
成
して
い
ま
す
。

施
策
番
号

施
策
名

主
な
事
業

主
な
担
当
課

施
策
２

子
ども
の
健
康
の
支
援

23
乳
幼
児
健
診
、子

ども
医
療
費
、⼩

慢
、保

健
相
談

◆
保
育
部
⻑

上
⽥
　敏

丈
委
員
名
古
屋
市
⽴
⼤
学
⼤
学
院
⼈
間
⽂
化
研
究
科

施
策
７

安
⼼
して
子
ども
を
⽣
み
、親

とし
て
成
⻑
す
る
こと
へ
の
支
援

21
妊
婦
検
診
、妊

娠
SO
S、
産
後
ケ
ア

・幼
保
企
画
課

加
藤
　和

政
委
員
名
古
屋
市
区
政
協
⼒
委
員
議
⻑
協
議
会

施
策
８

経
済
的
負
担
の
軽
減

11
保
育
所
等
利
⽤
者
負
担
、児

童
⼿
当
、就

学
援
助

・保
育
運
営
課

河
村
　暁

委
員
公
益
社
団
法
⼈
名
古
屋
市
私
⽴
幼
稚
園
協
会

施
策
９

地
域
全
体
で
の
子
育
て
支
援

12
応
援
拠
点
、子

子
セ
ンタ
ー
、ぴ
よ
か
、一

時
預
か
り

・子
育
て
支
援
課

久
世
　康

浩
委
員
愛
知
県
経
営
者
協
会

施
策
10

子
ども
や
子
育
て
家
庭
が
快
適
で
安
全
に
過
ご
せ
る
環
境
づ
くり

22
バ
リア
フリ
ー
化
の
推
進
、交

通
イン
フラ
の
整
備

瀧
川
　紀

子
委
員
連
合
愛
知
名
古
屋
地
域
協
議
会

施
策
11

多
様
な
働
き
方
に
対
応
で
き
る
環
境
整
備
の
促
進

8
企
業
認
定
、ワ
ー
クラ
イフ
バ
ラン
ス

⽴
松
　康

委
員
一
般
社
団
法
⼈
名
古
屋
市
医
師
会

施
策
12

質
の
高
い
乳
幼
児
期
の
教
育
・保
育
の
総
合
的
な
提
供

18
待
機
児
童
対
策

橋
口
　愛

委
員
公
募
委
員

藤
岡
　省

吾
委
員
公
益
社
団
法
⼈
名
古
屋
私
⽴
保
育
連
盟

水
越
　昭

雄
委
員
愛
知
県
中
⼩
企
業
団
体
中
央
会

村
松
　千

⾥
委
員
名
古
屋
市
⺠
⽣
委
員
児
童
委
員
連
盟

施
策
１

子
ども
の
権
利
を
守
り⽣

か
す
こと
へ
の
支
援

12
権
利
条
例
の
推
進
、子

ども
の
社
会
参
画

◆
子
ども
未
来
企
画
部
⻑

浅
野
　香

代
子

委
員
名
古
屋
市
子
ども
会
連
合
会

施
策
２

子
ども
の
健
康
の
支
援

23
乳
幼
児
健
診
、子

ども
医
療
費
、⼩

慢
、保

健
相
談

・企
画
経
理
課

甲
斐
⽥
　奈

津
委
員
名
古
屋
市
⽴
高
等
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会

施
策
３

居
場
所
と安

全
の
支
援

12
学
童
、ト
ワ
イル
ー
ム
・ス
クー
ル
、子

ども
食
堂
、交

通
安
全

・子
ども
未
来
企
画
課

河
野
　荘

子
委
員
名
古
屋
⼤
学
⼤
学
院
教
育
発
達
科
学
研
究
科

施
策
４

学
び
の
支
援

20
男
⼥
平
等
講
座
、消

費
者
教
育
、少

⼈
数
教
育
、学

校
⽤
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
充
実

・⻘
少
年
家
庭
課

末
盛
　慶

委
員
⽇
本
福
祉
⼤
学
社
会
福
祉
学
部

施
策
５

多
様
な
交
流
と体

験
の
支
援

25
子
ども
会
、児

童
館
、ト
ワ
イル
ー
ム
・ス
クー
ル

・放
課
後
事
業
推
進
課

鈴
⽊
　敏

委
員
公
益
社
団
法
⼈
愛
知
県
防
犯
協
会
連
合
会

施
策
６

子
ども
・親
総
合
支
援

18
権
利
擁
護
機
関
、ラ
イフ
キ
ャリ
ア
、訪

問
型
相
談
支
援
、学

習
支
援
、若

者
就
労
支
援

⽥
添
　千

裕
委
員
名
古
屋
市
⽴
⼩
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
協
議
会

施
策
16

い
じめ
な
どの
未
然
防
⽌
と早

期
発
⾒
・解
決
へ
の
対
応

7
教
育
相
談
事
業
、な
ご
や
子
ども
応
援
委
員
会

中
島
　賢

委
員
愛
知
県
警
察
本
部
⽣
活
安
全
部
少
年
課

※
新
た
な
取
り組

み
1

出
会
い
や
結
婚
の
希
望
を
か
な
え
る
支
援

⽇
下
　照

方
委
員
愛
知
県
私
学
協
会
名
古
屋
支
部

広
瀬
　多

恵
子

委
員
名
古
屋
市
地
域
⼥
性
団
体
連
絡
協
議
会

森
野
　道

富
委
員
公
募
委
員

⼭
⽥
　恭

平
委
員
特
定
⾮
営
利
活
動
法
⼈
こど
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ

施
策
６

子
ども
・親
総
合
支
援

18
権
利
擁
護
機
関
、ラ
イフ
キ
ャリ
ア
、訪

問
型
相
談
支
援
、学

習
支
援
、若

者
就
労
支
援

◆
子
育
て
支
援
部
⻑

岩
城
　正

光
委
員
特
定
⾮
営
利
活
動
法
⼈
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｎ
Ａ

施
策
13

社
会
的
⾃
⽴
に
困
難
を
有
す
る
子
ども
・若
者
へ
の
総
合
的
な
支
援

8
ひ
き
こも
り、
子
若
Ｃ
、若

者
就
労
支
援

・子
ども
福
祉
課

⼤
澤
　祐

斗
委
員
一
般
社
団
法
⼈
愛
知
Ｐ
Ｆ
Ｓ
協
会

施
策
14

児
童
虐
待
等
へ
の
対
応

16
児
童
を
虐
待
か
ら守

る
条
例
の
推
進
、児

童
相
談
所
体
制
の
強
化
、D
V被

害
者
支
援

・子
ども
未
来
企
画
課

⼩
笠
原
　孝

三
委
員
名
古
屋
⼈
権
擁
護
委
員
協
議
会

施
策
15

ひ
とり
親
家
庭
の
子
ども
とそ
の
家
庭
へ
の
支
援

19
ひ
とり
親
家
庭
等
の
⾃
⽴
に
向
け
た
相
談
、養

育
費
相
談
の
実
施
、学

習
支
援

・⻘
少
年
家
庭
課

⾨
間
　晶

子
委
員
名
古
屋
市
⽴
⼤
学
⼤
学
院
看
護
学
研
究
科

施
策
16

い
じめ
な
どの
未
然
防
⽌
と早

期
発
⾒
・解
決
へ
の
対
応

7
教
育
相
談
事
業
、な
ご
や
子
ども
応
援
委
員
会

柄
澤
　克

彦
委
員
社
会
福
祉
法
⼈
名
古
屋
市
社
会
福
祉
協
議
会

施
策
17

社
会
的
養
育
が
必
要
な
子
ども
へ
の
支
援

5
⾥
親
、児

童
養
護
施
設

北
根
　あ
づ
さ

委
員
名
古
屋
市
社
会
的
養
育
施
設
協
議
会

施
策
18

障
害
や
発
達
に
遅
れ
な
どの
あ
る
子
ども
とそ
の
家
庭
へ
の
支
援

23
地
域
療
育
、障

害
児
通
所
、障

害
児
保
育

杉
⼭
　萌

依
委
員
⻘
少
年
交
流
プ
ラザ
企
画
委
員
会

施
策
19

外
国
に
つ
な
が
る
子
ども
とそ
の
家
庭
へ
の
支
援

11
外
国
⼈
の
子
ども
に
関
す
る
相
談
、子

ども
⽇
本
語
教
室
、⽇

本
語
指
導
が
必
要
な
児
童

⽣
徒
へ
の
支
援

園
⽥
　理

委
員
名
古
屋
市
教
育
委
員
会

施
策
20

子
ども
の
将
来
が
⽣
ま
れ
育
った
環
境
に
左
右
され
な
い
た
め
の
貧
困
対
策
の
推
進

40
<
1>
教
育
の
支
援
、<
2>
⽣
活
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
支
援

⾕
口
　由

希
子

委
員
名
古
屋
市
⽴
⼤
学
⼤
学
院
⼈
間
⽂
化
研
究
科

藤
井
　一

夫
委
員
名
古
屋
市
保
護
区
保
護
司
会
連
絡
協
議
会

⼭
⾕
　奈

津
子

委
員
愛
知
県
弁
護
⼠
会

⼭
本
　広

枝
委
員
社
会
福
祉
法
⼈
愛
知
県
⺟
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

③
困
難
を
抱
え
る
子

ども
・若
者
・家
庭

へ
の
支
援

14
7

グ
ル
ー
プ

所
属
委
員
案

①
乳
幼
児
期
の
子
ど

も
・親
へ
の
支
援

11
5

②
(主
に
)学
齢
期

以
降
の
子
ども
へ

の
支
援

事
業
数 11
8
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＜議題３＞ 

 

教育・保育部会設置要綱の改正について 

 

 

 

 

 

令和７年６⽉９⽇ 
資料 ３ 

 





教育・保育部会設置要綱の改正（案）について 

 

１ 趣旨 

 令和７年度以降、国からの必要な財政支援を受けるには、新たに「保育提供体制の確

保のための実施計画」等を各自治体が作成し、地方版子ども・子育て会議等への諮問・

承認を経たうえで、国へ提出すること、とされている。 

 本市の地方版子ども・子育て会議である「なごや子ども・子育て支援協議会」の部会

である教育・保育部会において、本計画等を諮問するため、「教育・保育部会設置要綱」

に規定されている所掌事務を変更するもの。 

 

２ 改正（案） 

以下の新旧対照表のとおり 

現   行 改   正   案 

教育・保育部会設置要綱【抜粋】 

（所掌事務） 

第 2 条 部会は、次の事項について調査

審議等を行い、その結果を協議会に報告す

るものとする。 

(1) 幼保連携型認定こども園の認可等に

関する事項の調査審議に関すること。 

(2) 支給認定教育・保育等に係る利用者負

担のあり方の検討に関すること。 

(3) その他子ども・子育て支援新制度の施

行に関すること。 

 

 

教育・保育部会設置要綱【抜粋】 

（所掌事務） 

第 2 条 部会は、次の事項について調査

審議等を行い、その結果を協議会に報告す

るものとする。 

(1) 幼保連携型認定こども園の認可等に

関する事項の調査審議に関すること。 

(2) 支給認定教育・保育等に係る利用者負

担のあり方の検討に関すること。 

(3) 保育提供体制の確保のための実施計

画等に関すること。 

(4) その他教育・保育に関する施策・事業

に関すること。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

・令和７年６月 令和７年度第１回なごや子ども・子育て支援協議会にて、教育・保

育部会設置要綱の改正を諮問 

・令和７年７月 教育・保育部会設置要綱を改正予定 
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＜報告１＞ 

 

令和７年度子ども・若者⽀援部会の開催状況に

ついて 

 

 

 

 

 

 

令和７年６⽉９⽇ 
資料 ４ 

 





 
子

ど
も

・
若

者
支

援
部

会
に

つ
い

て
 
 
 

子
ど

も
・
若

者
育

成
支

援
推

進
法

に
基

づ
く

体
制

の
整

備
と

し
て

設
置

し
た

「
子

ど
も

・
若

者
支

援
地

域
協

議
会

」
の

代
表

者
会

議
と

し
て

設
置

 

 
〇
子

ど
も
・

若
者

支
援
地

域
協

議
会
の

役
割

 

  

 

 
〇
部

会
（
代

表
者

会
議
）

の
検

討
事
項
 

 

   
開

催
報

告
（
令

和
７

年
5

月
2
6

日
開

催
）
 
 

 
議

 
事

 

１
．

令
和

７
年

度
本

市
関

連
施

策
の

説
明

 
 

 

 
 

 
 

1-
1
 

子
ど

も
・
若

者
へ

の
総

合
支
援

に
つ
い
て

（
子

ど
も

青
少
年

局
）
 
 

 
 

 
1-
2
 

ヤ
ン

グ
ケ
ア

ラ
ー

支
援

の
実
施

に
つ
い
て

（
子

ど
も

青
少
年

局
）
 

 
 

 
 

1-
3
 

家
庭

訪
問
型

相
談

支
援

事
業
に

つ
い
て
（

子
ど

も
青

少
年
局

）
 
 
 

 
 

 
1-
4
 

な
ご

や
子
ど

も
応

援
委

員
会
に

つ
い
て
（

教
育

委
員

会
）
 

1
-
5
 

仕
事
・

暮
ら
し

自
立
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ
ー

に
つ
い
て

（
健

康
福

祉
局
）

 
 
 
1
-
6
 

重
層
的

支
援
体

制
整
備

事
業

に
つ

い
て
（

健
康
福
祉

局
）
 

 
 

 
 

1-
7
 

子
ど

も
・
若

者
を

対
象

と
し
た

主
な
自
殺

対
策

に
つ

い
て
（

健
康
福
祉

局
）
 

 
 

 

２
．

子
ど

も
・

若
者

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
 

子
ど

も
・
若

者
育
成

支
援
推
進

法
に

基
づ

き
、
平

成
2
5
年

6
月

に
開

設
。

困
難
を
有

す
る

子
ど

も
・
若

者
へ
の
支

援
の

中
核

的
な
機

関
と
し
て

、
あ

ら
ゆ

る
相
談

に
応
じ
て

関
係

機
関
の

紹
介
や

情
報
の
提

供
、
助
言

を
行
う

。
ま

た
、
相

談
員
に

よ
る
専

門
的
な
支

援
に

加
え

て
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
（

よ
り

そ
い
サ

ポ
ー
タ
ー

）
を

活
用

し
た
関

係
性
の
支

援
も

大
切
に

し
、
相

談
者

一
人

ひ
と

り
に

あ
っ
た

オ
ー
ダ
ー

メ
ー

ド
型

の
支
援

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

を
構

築
し
な

が
ら
、
自

立
ま

で
相

談
者
に

寄
り
添
っ

た
伴

走
型

支
援
を

実
施
。
社

会
全

体
で
、

希
死
念

慮
を
持
ち

な
が

ら
誰

に
も
相

談
せ
ず
抱

え
込

む
若

者
が
多

く
み
ら
れ

る
。

オ
ー

プ
ン
ス

ペ
ー
ス
や

L
I
N
E
相

談
等
、

若
者
が
利

用
し

や
す

い
体
制

を
整
え

早

期
に

相
談
機

関
へ
繋

ぐ
こ
と
が

今
後

も
重

要
で
あ

る
。
令
和

6
年

度
よ

り
「
虐

待
・
貧
困

に
よ

り
孤

立
し
様

々
な
困
難

に
直

面
す

る
学
生

等
へ
の
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
支
援

」
を
実
施

。
 

       

相
談

実
績

（
令

和
６

年
度

の
暫

定
値
）
 

◆
個

別
相

談
実

績
：
相
談

者
実

数
 ９

８
８

人
、

延
べ

相
談
件

数
 ８

,
３
２

５
件

、
訪

問
支

援
（
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
）

２
,４

４
３
件
 

［
相

談
の

主
訴

］
親

子
関

係
、

不
登
校

、
発

達
障

害
等

の
障

害
に
関

す
る

悩
み

、
就

労
に

関
す
る

悩
み

 
等
 

 
◆
交

流
ス

ペ
ー

ス
（

も
い
も

い
）

実
績

：
利

用
登

録
者
数

 
１

,８
１
８

人
、

延
べ

利
用

者
数
 
６

,１
２
８

人
 

 
◆
Ｌ

Ｉ
Ｎ

Ｅ
相

談
実

績
：
相

談
登
録

数
 
５

,０
２
９

人
、

延
べ
相

談
件

数
 
３

,０
５
０

件
 

 
◆
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

活
用
実

績
：

稼
働

数
 
９
２

９
件
、
登

録
数
 

２
８

８
名
 

 

ニ
ー
ト
、
ひ
き
こ
も
り
な
ど
、
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・
若
者
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
を
行
い
、
最
終
的
に
は
就
労
な
ど

 

自
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
官
民
の
支
援
機
関
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
 

［
別

紙
 
参

考
資
料

］
 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
機
能
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
関
係
機
関
が
連
携
し
て
行
う
子
ど
も
・
若
者
支

援
の
課
題
等
に
つ
い
て
協
議
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
 

実
務
者
で
の
検
討
事
項
を
提
案
す
る
。
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３
．

子
ど

も
・

若
者

支
援

地
域

協
議

会
に

お
け

る
令

和
６

年
度

の
取

り
組

み
結

果
と

令
和

7
年

度
の

取
り

組
み

内
容

 

  
 

 
 

 
 
 

                      

 
❶

 パ
ー

ト
ナ

ー
機

関
と

の
連

携
の

し
く

み
づ

く
り

と
情

報
発

信
 
 

○
パ

ー
ト

ナ
ー

機
関

 
登

録
機

関
数

 
  

登
録

数
 

計
４

４
 

（
令

和
７

年
３
月

末
現

在
）
 

＜
内

訳
＞
 

非
営

利
法

人
 
１
２

、
任

意
団
体

 
６
、

企
業

・
事

業
者

 
２
３

、
個
人

 ３
 

○
パ

ー
ト

ナ
ー

機
関

に
対

す
る

取
組
 

学
習

会
参

加
へ

の
呼

び
か

け
を

行
っ
た
。
ま
た
、
名
古

屋
市

子
ど
も
・
若
者

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

の
支

援
に

お
い

て
、
必

要
に

応
じ

て
連

携
を

実
施
し

た
。
 

 
❷

 
成

果
指

標
の

精
査

と
活

用
  

 
○

成
果

指
標

に
基

づ
き

、
相

談
者
の

変
化

に
つ

い
て

の
評

価
を
実

施
し

た
。
 

 
❸

 
支

援
者

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

研
修

の
開

催
  

○
子

ど
も
・
若

者
支

援
に

関
わ

る
支
援

者
を

対
象

に
、
脳
機

能
の
特

性
を

踏
ま

え
た

発
達

特
性

支
援

に
関

す
る

研
修

会
を
開

催
し

た
。
 

🔶令
和

６
年

１
２

月
６

日
（
金

）
１
４

：
０

０
～

１
６

：
０

０
 

＜
参

加
数

＞
 

現
地

参
加

５
８

名
（
後

日
、

動
画

配
信

視
聴

７
６
名

）
 

 
❹

 
支

援
機

関
訪

問
の

実
施

  

○
子

ど
も

・
若

者
支

援
に

携
わ

る
機

関
・

支
援

者
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

及
び

ネ
ッ

ト

ワ
ー

ク
形

成
を

目
的

に
、

支
援

機
関
訪

問
を

行
っ

た
。
 

🔶令
和

６
年

１
０

月
４

日
（
金

）
１
３

：
３

０
～

１
５

：
０

０
 

＜
参

加
数

＞
 

２
４

名
 

 
❺

 
実

務
者

会
議

の
開

催
  

○
各

事
業

及
び

受
託

団
体

の
現

況
報
告

や
新

た
な

取
り

組
み

の
共
有

の
ほ

か
、
参
加

者
か

ら
テ

ー
マ

を
募

る
グ

ル
ー

プ
ワ
ー

ク
を

実
施

。
 

 
年

１
０

回
実

施
 

 
❻

 
中

学
３

年
生

の
保

護
者

向
け

リ
ー

フ
レ

ッ
ト
の

作
成

  

○
令

和
７

年
２

月
に

市
内

中
学

校
を
通

じ
て

各
世

帯
に

配
布

 
 
❼

 
窓

口
職

員
向

け
対

応
ハ

ン
ド
ブ

ッ
ク

の
作

成
  

○
区

役
所

等
の

窓
口

業
務

担
当

職
員
及

び
子

ど
も
・
若
者
支

援
に
携

わ
る

職
員

向
け

に
子

ど
も
・
若

者
支

援
の

現
状

や
取
組

を
ま

と
め

た
冊

子
を

作
成
し

、
令

和
７

年

３
月

に
各

窓
口

へ
配

布
 

 

 
❶

 パ
ー

ト
ナ

ー
機

関
と

の
連

携
・
情

報
共

有
の

し
く

み
づ

く
り

と
情

報
発

信
  

○
引

き
続

き
、

パ
ー

ト
ナ

ー
機

関
の
周

知
・

登
録

促
進

を
行

う
。
 

○
パ

ー
ト

ナ
ー
機

関
を

対
象
と

し
た

学
習

会
（

交
流

会
）
の

開
催

を
通

し
て

、
意
見

交
換

、
交

流
を

促
進

す
る

。
 

 
❷

 
成

果
指

標
の

精
査

と
活

用
  

○
成

果
指

標
に

基
づ

き
、

相
談

者
の
変

化
に

つ
い

て
の

評
価

を
実
施

す
る

。
 

 
❸

 
支

援
者

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

研
修

の
開

催
 
 

○
専

門
テ

ー
マ

に
関

す
る

学
習

会
を

実
施

す
る

。
専

門
テ

ー
マ

に
お

け
る

第
一

人
者

を
講

師
と

し
て

招
き

、
勉

強
会

及
び
ケ

ー
ス

検
討

会
を

実
施

す
る
。
 

 
❹

 
支

援
機

関
訪

問
の

実
施

  

○
支

援
機

関
の

現
場

を
訪

問
し

、
現

場
の

雰
囲

気
を

感
じ

た
り

声
を

聴
い

た
り

す
る

こ
と

で
、

よ
り

理
解

を
深

め
、

日
常

的
な

支
援

に
活

か
す

た
め

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

づ
く

り
を

行
う

。
 

 
❺

 パ
ー

ト
ナ

ー
機

関
意

見
交

換
会

の
実

施
  

○
パ

ー
ト

ナ
ー

機
関

の
交

流
及

び
連

携
・

協
働

を
目

的
と

し
た

意
見

交
換

会
を

実
施

す
る

。
 

 
❻

 
実

務
者

会
議

の
開

催
 
 

○
名

古
屋

市
内

の
子

ど
も

・
若

者
を

支
援

す
る

機
関

と
の

連
携

の
た

め
の

実
務

的
な

協
議

の
場

と
し

て
、

実
務

者
会

議
を
開

催
す

る
。
 

 
❼

 
中

学
３

年
生

の
保

護
者

向
け

リ
ー

フ
レ

ッ
ト
の

作
成

  

○
平
成

2
9
年

度
よ

り
市

内
中
学

校
を
通

じ
て

各
世

帯
に

配
布

し
て
い

る
中
学

3
年

生

の
保

護
者

向
け

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
内
容

の
見

直
し

を
行

う
。

 

令
和

６
年

度
の

取
り

組
み

結
果

 
令

和
７

年
度

の
取

り
組

み
内

容
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４
．

地
域

就
職

氷
河

期
世

代
支

援
加

速
化

事
業

の
評

価
に

つ
い

て
 

就
職

氷
河

期
世

代
は
、
雇
用
環

境
が
厳

し
い

時
期

に
就

職
活

動
を
行

っ
た

世
代

で
あ

り
、
そ
の

中
に

は
、
希
望

す
る
就

職
が
で

き
ず
、
現
在

も
、
不

本
意
な

が
ら

不
安

定
な

仕
事

に
就
い
て

い
る

か
、
あ

る
い

は
無

業
の
状

態
に
あ

る
な

ど
、
様

々
な
課

題
に
直

面
し

て
い

る
。
国
に

お
い
て

は
相

談
・
教

育
訓
練

か
ら
就

職
ま

で
切

れ
目

の
な

い
支
援

な
ど

に
取

り
組

む
こ

と
と
し

て
お

り
、

先
進

的
・
積

極
的

に
就
職

氷
河

期
世

代
へ

の
支

援
に
取

り
組

む
地

方
公

共
団

体
等
を

支
援

す
る

た
め

地
域

就
職
氷

河
期

世
代

支
援

加
速

化
交
付

金
（

以
下

「
交

付
金

」
と
い

う
。
）

が
創

設
さ

れ
た

。
本
市

に
お

い
て
は

、
「

名
古

屋
市
若

者
自

立
支
援

ジ
ャ

ン
プ

ア
ッ

プ
事

業
」
の

対
象

者
に

就
職

氷
河

期
世
代

を
加

え
、

地
域

就
職

氷
河
期

世
代

支
援

加
速

化
事

業
と
し

て
の

位
置

付
を

行
っ

た
。
 

交
付

金
を

受
け

る
た

め
の

条
件

等
で
は
、
交
付

金
を

当
て
て

行
う
事

業
の

実
施

状
況

に
関

す
る
客

観
的

な
指

標
（
重
要

業
績
評

価
指

標
）
を

設
定
の

上
、
そ
の

達
成

状
況

に
つ
い

て
毎
年
度

検
証

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

た
め
、

重
要

業
績

評
価

指
標

の
実
績

に
つ

い
て

、
本

部
会

で
評
価

を
行

っ
た

。
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 子
ど

も
・

若
者

支
援

部
会

（
子

ど
も

・
若

者
支

援
地

域
協

議
会

代
表

会
議

）
名

簿
 

※
◎

は
部

会
長

 

 子
ど

も
・

若
者

支
援

地
域

協
議

会
構

成
機

関
等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

行
政
機

関
 

国
・

県
 

厚
生

労
働

省
愛

知
労

働
局

職
業

安
定

課
、

愛
知

わ
か

も
の

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

、
愛

知
県

労
働

局
就

業
促

進
課

 

愛
知

県
警

察
本

部
生

活
安

全
部

少
年

課
少

年
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
、

名
古

屋
法

務
局

人
権

擁
護

部
 

市
 

経
済

局
産

業
労

働
部

労
働

企
画

課
、
な
ご

や
ジ

ョ
ブ

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

、
健

康
福

祉
局

地
域

共
生

推
進

部
地

域
共

生
推

進
課

、
健

康
福

祉
局

障
害

福
祉

部
障

害
者

支
援

課
、
健

康
福

祉
局

健
康

部
健

康
増

進
課

、
健

康
福

祉
局

生
活

福
祉

部
保

護
課

、
ひ

き
こ

も
り

地
域

支
援

セ
ン

タ
ー

、
仕

事
・

暮
ら

し
自

立
サ

ポー
ト

セ
ン

タ
ー

、
子

ど
も

青
少

年
局

子
育

て
支

援
部

子
ど

も
福

祉
課

、
子

ど
も

青
少

年
局

子
ど

も
未

来
企

画
部

子
ど

も
未

来
企

画
課

、
子

ど
も

青
少

年
局

子
ど

も
未

来
企

画
部

青
少

年
家

庭
課

、
中

央
児

童
相

談
所
、
西

部

児
童

相
談

所
、

東
部

児
童

相
談

所
、

発
達

障
害

者
支

援
セ

ン
タ

ー
、
子

ど
も

・
若

者
総

合
相
談

セ
ン

タ
ー

、
な

ご
や

若
者

サ
ポ

ー
ト

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

、
教

育
委

員
会

新
し

い
学

校

づ
く

り
推

進
部

子
ど

も
応

援
課
、
教

育
委

員
会

新
し

い
学

校
づ

く
り

推
進

部
教

育
相

談
課
、
教

育
委

員
会

教
育

支
援

部
義

務
教

育
課
、
教

育
委

員
会

教
育

支
援

部
高

等
学

校
教

育

課
、

教
育

委
員

会
教

育
支

援
部

特
別

支
援

教
育

課
、

教
育

支
援

セ
ン

タ
ー

、
各

区
社

会
福

祉
事

務
所

、
各

区
保

健
セ

ン
タ

ー
 

関
係
団

体
 

教
 
育

 
名

古
屋

市
立

小
中
学

校
長

会
、

名
古

屋
市

立
高

等
学

校
長

会
、

愛
知

県
私

学
協

会
名

古
屋

支
部

 

労
 
働

 
愛

知
県

経
営

者
協
会

、
愛

知
県

中
小

企
業

団
体

中
央

会
 

福
 
祉

 
名

古
屋

市
社

会
的
養

育
施

設
協

議
会

 

保
健

・
医

療
 

愛
知

県
臨

床
心

理
士

会
 

矯
正

・
更

生
保

護
 

名
古

屋
市

保
護

区
保

護
司

会
連

絡
協

議
会

 

地
 
域

 
名

古
屋

市
民

生
委
員

児
童

委
員

連
盟

 

民
間

支
援

団
体

 
実
務
者
会
議
を
構
成
す
る
者
 

学
識

者
 

＊
学

識
経

験
を

持
つ

者
で

名
古

屋
市

長
が

指
定

す
る

者
 

名
古

屋
大

学
大

学
院

教
育

発
達

科
学

研
究

科
 
教

授
 
平

石
 
賢

二
 

名
古

屋
市

立
大

学
大

学
院

人
間

文
化

研
究

科
 
准

教
授
 
谷

口
 
由

希
子

 

 

委
員
名
 

所
属

団
体

等
 

委
員
名
 

所
属

団
体

等
 

◎
平

石
 

賢
二
 

名
古

屋
大

学
大
学

院
教
育

発
達
科

学
研
究

科
 
教

授
 

 
北
根

 
あ
づ

さ
 

名
古

屋
市

社
会
的

養
育
施

設
協
議

会
 
副

会
長
（

乳
児
院

ほ
だ
か

 
施
設

長
）
 

 
谷

口
 

由
希
子
 

名
古

屋
市

立
大
学

大
学
院

人
間
文

化
研
究

科
 
准

教
授
 

 
白
井

 
元
規
 

愛
知

県
臨

床
心
理

士
会
 

福
祉
領

域
部
会

代
議
員
 

 
纐

纈
 

千
春
 

名
古

屋
市

立
小
中

学
校
長

会
 
調

査
理
事

（
大
須

小
学
校

校
長

）
 

 
藤
井

 
一

夫
 

名
古

屋
市

保
護
区

保
護
司

会
連
絡

協
議
会

 
理
事

（
南
保

護
区
保

護
司
会

 
会
長

）
 

 
秋

田
 

直
孝
 

名
古

屋
市

立
高
等

学
校
長

会
 
会

長
（
向

陽
高
等

学
校
校

長
）
 

 
中
島

 
賢
 

愛
知

県
警

察
本
部

生
活
安

全
部
 

少
年
課

少
年
サ

ポ
ー
ト

セ
ン
タ

ー
所
長
 

 
日

下
 

照
方
 

愛
知

県
私

学
協
会

名
古
屋

支
部
 

理
事
（

愛
知
高

等
学
校

校
長

）
 

 
堀
端

 
静
夫
 

名
古

屋
法

務
局
人

権
擁
護

部
人
権

擁
護
専

門
官
 

 
久

世
 

康
浩
 

愛
知

県
経

営
者
協

会
 
会

員
サ
ー

ビ
ス
部

 
部

長
 

 
村
松

 
千
里
 

名
古

屋
市

民
生
委

員
児
童

委
員
連

盟
 
理

事
 

水
越
 
昭

雄
 

愛
知

県
中

小
企
業

団
体
中

央
会
 

事
務
局

次
長
兼

総
務
部

長
 

 
星
野

 
智
生
 

一
般

社
団

法
人
愛

知
Ｐ
Ｆ

Ｓ
協
会

 
代
表

理
事
 

堀
内
 
修
 

厚
生

労
働

省
愛
知

労
働
局

職
業
安

定
部
職

業
安
定

課
長
 

金
武
 
和

弘
 

な
ご

や
若

者
サ
ポ

ー
ト
ス

テ
ー
シ

ョ
ン
 

セ
ン
タ

ー
長
 

（
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人
Ｉ

Ｃ
Ｄ
Ｓ

理
事
）
 

石
川
 
竜

也
 

愛
知

県
労

働
局
就

業
促
進

課
長
 

参
考

資
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＜報告２＞ 

 

教育・保育部会の開催状況について 

 

 

 

 

 

令和 7 年６⽉９⽇ 
資料 ５ 

 





教育・保育部会の開催状況について 

 

１ 所掌事務 

 ○支給認定・教育保育等に係る利用者負担のあり方の検討に関すること 

 ○幼保連携型認定こども園の認可等に関する調査審議に関すること 

 ○その他子ども・子育て支援新制度の施行に関すること 

 

２ 部会委員の構成（令和 7 年度） 

（令和 7年 5 月 31 日時点） 

氏 名 所属団体等 

◎ 上田 敏丈 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 

小野田 誓 公認会計士小野田誓事務所 

齊藤 公彦 公益社団法人名古屋市私立幼稚園協会 

園田 理 名古屋市教育委員会 

竹内 洋江 特定非営利活動法人名古屋おやこセンター 

橋本 洋治 日本福祉大学 経済学部 

藤岡 省吾 公益社団法人名古屋私立保育連盟 

  山谷 奈津子 愛知県弁護士会 

   ◎：部会長                                            （敬称略・五十音順） 
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３ 開催経過 

開催日 内   容 

令和 7 年 

3月 24日 

(令和 6 年度

第 4回) 

＜報告＞ 

○乳児等の保育に関する調査について 

 

＜議題＞ 

○教育・保育部会設置要綱の改正（案）について 

○令和 7年度以降の「就学前教育・保育施設整備交付金」協議案件登録

における優先順位の設定について 

 

４ 開催期間中の審議事項等 

（１） 乳児等の保育に関する調査について 

令和７年度に、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）及び保育施策に関

する内容のニーズ等調査を実施する旨の報告を行った。 

 

（２）教育・保育部会設置要綱の改正（案）について 

令和 7 年度以降、教育・保育部会において、「保育提供体制の確保のための実施計

画」等を諮問するため、「教育・保育部会設置要綱」に規定されている所掌事務の改

正（案）について意見聴取を行った。 

 

（３）令和 7 年度以降の「就学前教育・保育施設整備交付金」協議案件登録における優先

順位の設定について 

「就学前教育・保育施設整備交付金」を受けるにあたり、令和 7年度より、自治

体ごとの課題を踏まえた優先順位を付した上で国と協議を行うことになったため、

本市の保育提供体制の確保に係る課題を踏まえた優先順位の設定方法について意

見聴取を行った。 
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＜報告３＞ 

 

令和７年４⽉１⽇現在の保育所等利⽤状況に 

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６⽉９⽇ 
資料 ６ 

 





 

 

 

令和７年４月１日現在の保育所等利用状況について 

 

 

 

○令和７年４月１日現在、保育所、認定こども園及び地域型保育事業（以

下「保育所等」という。）の利用申込をした児童のうち、利用に至ってい

ない児童数（以下「未利用児童数」という。）は、前年比で２３人（約２.

１％）減少し、１，０９８人となりました。 

○また、国の調査要領に基づく除外児童数を除いた保育所等の待機児童数

は、０人（１２年連続）となりました。 

○今年度は１８５人分の対策を実施し、必要な保育所等の整備・拡充に努

めるとともに、引き続き、利用を希望する方へのきめ細やかな対応に取

り組んでまいります。 
 

 

１ 令和７年４月１日現在の保育所等利用状況及び未利用児童数 

  別紙１及び別紙２のとおり 

 

２ 保育所等利用待機児童対策 

  別紙３のとおり 
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別紙１ 

 

 

令和７年４月１日現在の保育所等利用状況 

(単位：人) 

区 分 

令和 7 年 

4 月 1 日 

(A) 

令和 6 年 

4 月 1 日 

(B) 

差 

(A)-(B) 

就学前児童数 96,189 99,856 ▲3,667 

保育所等の利用申込児童数         (ｱ) 50,812 50,829 ▲17 

保育所等の利用児童数           (ｲ) 49,714 49,708 6 

未利用児童数（※1）        (ｳ)=(ｱ)-(ｲ) 1,098 1,121 ▲23 

 国の調査要領に基づく除外児童数    (ｴ) 1,098 1,121 ▲23 

  
幼稚園一時預かり事業（幼稚園型）・ 

預かり保育を利用 
4 4 0 

  企業主導型保育事業を利用 6 11 ▲5 

  特定の保育所等のみの申込（※2） 1,088 1,106 ▲18 

 待機児童数          (ｵ)=(ｳ)-(ｴ) 0 0 0 

※1 保育所等の利用申込をした児童のうち、利用に至っていない児童数。 

※2 登園するのに無理がない利用可能な保育所等があるにもかかわらず、特定の保育所等の利用のみ

を希望されている方。 
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別紙２ 

令和７年４月１日現在の未利用児童数 

(単位：人) 

区 分 
令和 7 年 4 月 1日 令和 6 年 

4 月 1 日 

(B) 

差 

(A)-(B) 
0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 (A) 

千種区 16 57 12 6 4 0 95 89 6 

東 区 12 38 9 4 2 1 66 51 15 

北 区 19 46 8 4 1 2 80 104 ▲24 

西 区 14 36 23 8 1 1 83 77 6 

中村区 11 43 5 4 0 1 64 70 ▲6 

中 区 7 38 3 4 1 0 53 50 3 

昭和区 18 50 5 3 0 0 76 48 28 

瑞穂区 12 32 6 3 2 1 56 42 14 

熱田区 10 18 3 0 0 0 31 26 5 

中川区 20 70 13 9 1 2 115 127 ▲12 

港 区 13 18 6 3 0 0 40 46 ▲6 

南 区 9 15 3 1 1 0 29 50 ▲21 

守山区 19 52 14 10 1 0 96 84 12 

緑 区 24 68 16 5 4 1 118 121 ▲3 

名東区 13 30 7 0 1 0 51 83 ▲32 

天白区 15 25 1 4 0 0 45 53 ▲8 

計 232 636 134 68 19 9 1,098 1,121 ▲23 
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別紙３ 

保育所等利用待機児童対策 

 

１ 令和６年度の主な取組み（令和６年４月２日～令和７年４月１日） 

 (1) 利用枠の拡大（見込額 ２，０９２百万円） 

対    策 利用枠拡大数（うち３歳未満児）

・賃貸方式による保育所等の設置（１か所） 

・幼稚園から認定こども園への移行（５か所）等 
３８２人分（１６３人分）

 (2) 「保育案内人（ほいくあんないびと）」の配置（見込額 １７４百万円） 

保育所等の利用を希望する保護者などに対して、多様な保育サービスの内容や幼稚

園などの情報を幅広く提供し、個々のニーズに即した、きめ細やかな対応を専門的に

行う「保育案内人(ほいくあんないびと)」を全区役所及び支所に２名ずつ配置してお

ります。 

 

２ 令和７年度の主な取組み（予定）（令和７年４月２日～令和８年４月１日） 

  民間保育所等の新設など、様々な手法による利用枠の拡大を引き続き進めるとともに、

保育案内人を始めとして、個々のニーズに即した、きめ細やかな対応を行いながら、待

機児童対策に取り組んでまいります。 

 (1) 利用枠の拡大（予算額 １，５５３百万円） 

対    策 利用枠拡大数（うち３歳未満児）

・賃貸方式による保育所等の設置（２か所） 

・幼稚園から認定こども園への移行（１か所） 

・保育所等の定員増を伴う老朽改築（４か所）等 

 １８５人分（１０２人分）

 (2) 保育案内人の配置（予算額 １８９百万円） 

   令和 7 年度においても、全区役所・支所に２名ずつ配置しております。 
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令和６年度名古屋市児童相談所相談実績等の概要について 

 

 本市の児童相談所では、１８歳未満の子どもに関する様々な相談を家庭その他から受け、

子どもの福祉を図り、その権利を守るための援助を行っています。このたび、令和６年度

の相談実績がまとまりましたので、お知らせします。 

  

 

 

 

令和６年度児童虐待相談対応における傾向 

 

  児童相談所における児童虐待相談対応件数は３，３７１件で、前年度の３，４９０件 

と比べ１１９件（▲３．４％）減少しましたが、高止まりの状況が続いています。 

  児童相談所に寄せられる虐待相談の経路は、警察が１，７７４件で最も多く、全体の

５２．６％を占めています。 

  虐待の種別は、心理的虐待が２，０２９件で最も多く、全体の６０．２％を占めてい

ます。 

  被虐待児の一時保護件数は１，１９１件で、前年度の１，２１６件と比べ２５件（▲

２．１％）減少しましたが、高止まりの状況が続いています。 
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令和６年度 名古屋市児童相談所相談実績等の概要 

１ 相談対応件数 

令和５年度と比べると、全体の相談対応件数は 2.2％減、虐待相談対応件数は 3.4％減

とともに減少しました。 

（単位：件）  

区   分 令和５年 度 令和６年 度 増  減 

養護相談 

[虐待相談再掲] 

5,873 

[3,490] 

5,897 

[3,371] 

24 (0.4％増)  

[▲119(3.4％減)] 

障害相談 170 170 0  (増減無)  

非行相談 275 244 ▲31 (11.3％減)  

育成相談 540 510 ▲30 (5.6％減)  

その他 271 152 ▲119 (43.9％減)  

計 7,129 6,973 ▲156  (2.2％減)  

※ 「その他」は、諸機関からの照会や詳細な内容に至るまでに相談が終了したもの 

等、各区分に分類できないもの。 
 

２ 児童虐待に関する相談対応件数 

（１） 児童虐待相談対応件数の推移（児童虐待の防止等に関する法律施行以降） 

児童虐待相談対応件数は 3,371 件で、前年度から 119 件減となりました。 

457

3,3713,490

2,362

854

850
560472

3,892

3,394

3,089

3,735
3,865

2,747 2,898

1,532

603
833

1,612

1,969

336

1,129

741720

583

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H1
2

H1
3

H1
4

H1
5

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（年度）

(件)

※ 令和３年度以前は新規受付相談及び過年度からの継続相談への対応件数であり、 

令和４年度以降は新規受付相談への対応件数。 
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（２）主な相談経路 

令和５年度と同様に、警察からの相談が最も多く、全体の約 5割を占めました。 

（単位：件）  

区    分 令和５年 度 令和６年 度 

家族 155 (4.4%) 【4】 118 (3.5%) 【4】 

親族 26 (0.7%) 【9】 45 (1.3%) 【8】 

近隣・知人 429 (12.3%) 【2】 431 (12.8%) 【3】 

児童本人 25 (0.7%) 【10】 35 (1.0%) 【9】 

福祉事務所 107 (3.1%) 【5】 58 (1.7%) 【7】 

児童委員 1 (0.0%) 【11】 2 (0.1%) 【11】 

保健センター 33 (1.0%) 【8】 25 (0.8%) 【10】 

医療機関 92 (2.6%) 【6】 98 (2.9%) 【5】 

児童福祉施設 71 (2.0%) 【7】 82 (2.4%) 【6】 

警察 1,948 (55.8%) 【1】 1,774 (52.6%) 【1】 

学校等 414 (11.9%) 【3】 522 (15.5%) 【2】 

その他 189 (5.5%) ― 181 (5.4%) ― 

計 3,490   3,371   

※ 「その他」は、他都市の児童相談所、なごやっ子ＳＯＳ（電話相談）等。 

※ 【 】囲みの数字は、各年度において多い方から並べた場合の順位。 

 

（３）主たる虐待者について 

令和５年度と同様に、主たる虐待者は実母が最も多く、続いて実父となりました。 

（単位：件）  

区     分 令和５年度  令和６年 度 

実父 1,293 (37.1%) 1,265 (37.5%) 

実父以外の父親 182 (5.2%) 152 (4.5%) 

実母 1,949 (55.8%) 1,904 (56.5%) 

実母以外の母親 19 (0.5%) 8 (0.2%) 

その他 47 (1.4%) 42 (1.3%) 

計 3,490  3,371  

※ 「その他」は、祖父母、叔父叔母等。 
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（４）虐待の種別 

令和５年度と同様に、心理的虐待が最も多く、全体の約 6割を占めました。 

（単位：件）  

区   分 令和５年 度 令和６年 度 

心理的虐待 2,105 (60.3%) 2,029 (60.2%) 

ネグレクト 504 (14.5%) 460 (13.7%) 

身体的虐待 863 (24.7%) 851 (25.2%) 

性 的 虐 待 18 (0.5%) 31 (0.9%) 

計 3,490  3,371 
 

 

（５）被虐待児童の年齢の状況 

令和５年度と同様に、未就学児(0 歳から学齢前児童)の割合が全体の約 4 割となり

ました。 

（単位：件）  

区    分 令和５年 度 令和６年 度 

0 歳から 3歳未満 619 (17.7%) 569 (16.9%) 

3 歳以上学齢前児童 790 (22.6%) 693 (20.5%) 

小学生 1,206 (34.6%) 1,191 (35.3%) 

中学生 550 (15.8%) 582 (17.3%) 

高校生・その他 325 (9.3%) 336 (10.0%) 

計 3,490  3,371  

※ 「その他」は専門学校生、就労等。 

 

（６）被虐待児童の年齢別・虐待の種別 

全ての年齢区分において、最も多いのは心理的虐待でした。 

（単位：件）  

区  分 心理的虐待 ネグレクト 身体的虐待 性的虐待 計 

0 歳から 3歳未満 432 88 47 2 569 

3 歳以上学齢前児童 471 106 115 1 693 

小学生 651 162 371 7 1,191 

中学生 296 71 202 13 582 

高校生・その他 179 33 116 8 336 

計 2,029 460 851 31 3,371 

※ 「その他」は専門学校生、就労等。 
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（７）対応状況について 

対応状況の各区分の割合は、令和５年度と概ね同じでした。 

（単位：件）  

区    分 令和５年 度 令和６年 度 

面接指導等 3,403 (97.5％) 3,282 (97.4％) 

児童福祉施設へ入所 76 (2.2％) 68 (2.0％) 

里親等委託 11 (0.3％) 21 (0.6％) 

計 3,490 3,371 

 

（８）被虐待児の一時保護実施状況 

被虐待児の一時保護件数は、令和５年度から 25 件減少しました。 

区     分 令和５年 度 令和６年 度 

被虐待児の一時保護件数 1,216 件 1,191 件 

延べ日数 40,055 日 39,309 日 

(参考) 
一時保護総件数 2,041 件 2,089 件 

延べ日数 60,793 日 66,465 日 

 

（９）児童福祉法第 28 条（家裁の承認を得て行う施設入所措置）の申立て状況 

令和６年度の申立件数は 9件となりました。 

区    分 令和５年 度 令和６年 度 

申立て件数 6 件 9 件 

児  童 数 9 人 11 人 

※ 児童福祉法第 28 条は、保護者が子どもを虐待するなど、保護者に監護させるこ

とが著しく子どもの福祉を害すると判断され、施設入所の措置を行おうとしても

親権者が反対の意思表示をしている場合には、家庭裁判所の承認を得て、施設入

所の措置をとることができると定めています。 

 

（10）児童福祉法第 33 条（家裁の承認を得て行う一時保護延長）の申立て状況 

令和６年度の申立件数は 9件となりました。 

区    分 令和５年 度 令和６年 度 

申立て件数 20 件 9 件 

児  童 数 23 人 9 人 

※ 児童福祉法第 33 条は、親権者の意思に反して、2 か月を超えて一時保護を行う

場合には、家庭裁判所の承認を得なければならないと定めています。 
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（11）児童福祉法第 33 条の 7（親権喪失等）の申立て状況 

令和６年度は親権停止にかかる審判を 1件申立てました。     （単位：件） 

区   分 令和５年 度 令和６年 度 

親権喪失 0 1 

親権停止 1 1 

管理権喪失 0 0 

※ 児童福祉法第 33 条の 7 は、民法上の規定による親権喪失、親権停止若しくは管

理権喪失の審判の請求又はこれらの審判の取消しの請求について、児童相談所長

も行うことができると定めています。 

 

（12）出頭要求等の件数 

令和６年度は出頭要求を 6件実施しました。             （単位：件） 

区   分 令和５年 度 令和６年 度 

出頭要求 7 6 

立入調査 0 0 

再出頭要求 0 0 

臨検・捜索 0 0 

※ 児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待の通告への対応に万全を期すため、

児童相談所長に対し、より実効性のある安全確認手段として、保護者に対する出

頭要求、子どもの居所等への立入調査、裁判所の許可状に基づく臨検・捜索等の

制度を設けています。 

 

３ 被措置児童等虐待通告受理の状況 

令和６年度は被措置児童等虐待の通告受理は 11 件でした。         （単位：件） 

年  度 受理件数 

内  訳 

調査報告済み 
調査中 

 虐待該当 非該当 

令和 5年度 7 7 5 2 ‐ 

令和 6年度 11 7 4 3 4 

※ 児童福祉法第 33 条の 11 は、施設職員等は施設入所児童等である被措置児童等

の心身に有害な影響を及ぼす行為や虐待をしてはならないと定めています。 
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名古屋市児童を虐待から守る条例の⼀部改正に

ついて 
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名古屋市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について 

 

１ 条例制定の経緯 

 ・これまで一時保護所は、『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例』

の児童養護施設の基準を準用して運営されてきました。  

 ・令和 4年度の児童福祉法の改正により、一時保護施設の設備及び運営の基準につい

て条例で定めることとされました。 

・条例を定めるにあたっては、『一時保護施設の設備及び運営に関する基準（以下「国

基準」という。）』（内閣府令：R6.3.27 公布、R6.4.1 施行、別添参照）に従う、また

は参酌することとされており、令和7年4月1日までに制定する必要がありました。 

・令和 6年度 2月定例会にて条例案が可決され、令和 7年 4月 1日に施行されました。 

 

２ 国基準の主な特徴 

 ⑴子どもの権利擁護（第 10 条第 1項、第 11 条、第 12 条第 1項）  

正当な理由なく児童の権利を制限してはいけない。施錠等により児童の行動を制

限してはならない。合理的な理由なく、児童の所持する物の持ち込みを禁止しては

ならない。 

 ⑵設備の基準（第 15 条第 2号、同条第 5号） ※既設一時保護所は適用除外 

ユニットの整備に努める。小学生以上は個室（8㎡以上）とするよう努める。 

 ⑶職員配置基準の向上（第 18 条第 1項、同条第 3項） 

   指導員保育士は児童 3 人に対し１人以上、心理司は児童 10 人に対し 1 人以上と

する。 

 ⑷教育の保障（第 29 条第 3項）  

   適切な教育を受けられるよう通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

  

３ 条例（裏面参照）の概要 

 ・国基準は本条例第 2条により、すべて反映させています。 

 ・本市が独自で国基準に加えた条文は第 2条の後段～第 7条です（裏面参照）。 

 ※『児童福祉施設の設備及び運営に関する基準条例』の際に加えた条文と同じです。 

  

４ 意見聴取 

 ⑴ 子どもの意見聴取 

   国により令和５年３月に実施 

 ⑵ パブリックコメント 

   国により令和６年１～２月に実施 

 ⑶ 名古屋市社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

   条例案について令和６年７月１８日に意見徴収（修正意見無し） 
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＜名古屋市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例＞  

※第2条後段～第7条が本市独自追加 

第 1条 この条例は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 12 条の 4第 2項の規定に

基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

第 2条 前条の基準は、この条例に定めるもののほか、一時保護施設の設備及び運営に

関する基準(令和 6 年内閣府令第 27 号。以下「府令」という。)の定めるところによ

る。この場合において、次の表の左欄に掲げる府令の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第4条第1項 ⼀時保護施設は 

⼀時保護施設は、なごや子どもの権利
条例(平成20年名古屋市条例第24号)
の理念にのっとり 

 （防犯及び事故防止） 

第 3条 一時保護施設は、入所している者の安全を確保するため、防犯及び事故の防止

に関し必要な措置を講じなければならない。 

 （食料及び飲料水の備蓄） 

第 4条 一時保護施設は、非常災害に備え、入所している者及び職員の 3日間の生活に

必要な食料及び飲料水を備蓄しなければならない。 

 （帳簿の保存） 

第 5条 一時保護施設は、府令第 32 条の帳簿について、その性質、内容等に応じて市長

が定める基準により保存しなければならない。 

 （暴力団の排除） 

第 6条 一時保護施設は、その運営に当たっては、名古屋市暴力団排除条例(平成 24 年

名古屋市条例第 19 号)第 2 条第 1号に規定する暴力団を利することとならないように

しなければならない。 

 （委任） 

第 7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。     
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○一時保護施設の設備及び運営に関する基準 

（令和六年三月二十七日） 

（内閣府令第二十七号） 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十二条の四第三項の規定に基づき、一時

保護施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。 

一時保護施設の設備及び運営に関する基準 

（趣旨） 

第一条 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。）第十二条の四

第三項の内閣府令で定める基準（以下この条において「一時保護施設設備運営基準」とい

う。）は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とす

る。 

一 法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府

県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十八条から第二十三条まで及び第二十

四条第二項（入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。）の規定

による基準 

二 法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府

県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十五条第一号、第四号（面積に係る部分

に限る。）及び第十二号並びに第二十四条第二項（入所している児童の居室及び一時保

護施設（法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。）に特有の

設備に係る部分に限る。）の規定による基準 

三 法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府

県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条から第十三条まで、第十七条第二項、

第二十六条、第二十九条第三項及び第三十三条の規定による基準 

四 法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項につい

て都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この府令に定める基準のうち、

前三号に定める規定による基準以外のもの 

２ 一時保護施設設備運営基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的

な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（児童相談所長及び一時保

護施設の管理者を含む。以下同じ。）の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生

活を送ることを保障するものとする。 

３ 内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。 

別添 
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（最低基準の目的等） 

第二条 法第十二条の四第二項の規定により都道府県が条例で定める基準（以下この条及び

次条において「最低基準」という。）は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、

衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身

ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。 

２ 都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と一時保護施設） 

第三条 一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければ

ならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基

準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

（一時保護施設の一般原則） 

第四条 一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人

格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を

適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者によ

る評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

４ 一時保護施設には、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成す

るために必要な設備を設けなければならない。 

５ 一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの児

童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

（非常災害対策） 

第五条 一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要

な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意

と訓練をするように努めなければならない。 

２ 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わ

なければならない。 

（安全計画の策定等） 

第六条 一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全点

検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他
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の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護施設における

安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 一時保護施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 

３ 一時保護施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行

うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第七条 一時保護施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動

のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在

を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。 

（入所した児童を平等に取り扱う原則） 

第八条 一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、

差別的取扱いをしてはならない。 

（児童の権利擁護） 

第九条 都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっ

ては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その

他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わな

ければならない。 

２ 一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向（法第三十三条の三

の三に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。）を尊重した支

援を行わなければならない。 

（児童の権利の制限） 

第十条 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。 

２ 一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権

利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう

努めなければならない。 

（児童の行動の制限） 

第十一条 一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。 

（児童の所持品等） 

第十二条 一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止
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してはならない。 

２ 一時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の

所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童

の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。 

３ 一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生

じないような設備に保管しなければならない。 

（虐待等の禁止） 

第十三条 一時保護施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行

為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第十四条 一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対す

る支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に

従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 一時保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 一時保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うよう努めるものとする。 

（設備の基準） 

第十五条 一時保護施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

一 児童の居室、学習等を行う室、屋内運動場（一時保護施設の付近にある屋内運動場に

代わるべき場所を含む。第八号及び第二十八条第二項において同じ。）又は屋外運動場

（一時保護施設の付近にある屋外運動場に代わるべき場所を含む。第八号及び第二十八

条第二項において同じ。）、相談室、食堂（ユニット（居室、居室に近接して設けられ

る相互に交流を図ることができる設備、浴室及び便所により一体的に構成される場所で

あって、その利用定員がおおむね六人以下であるものをいう。以下この条並びに第十九

条第一項及び第二項において同じ。）を整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場

合を除く。）、調理室、浴室及び便所を設けること。 

二 児童ができる限り良好な家庭的環境において安全にかつ安心して暮らすことができ

るよう、ユニットを整備するよう努めること。 

三 児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境
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を整えること。 

四 児童の居室の一室の定員は、これを四人以下とし、その面積は、一人につき四・九五

平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の一室の定員は、これ

を六人以下とし、その面積は、一人につき三・三平方メートル以上とすること。 

五 少年（法第四条第一項第三号に規定する少年をいう。次号において同じ。）の居室の

一室の定員は、一人とするよう努めるとともに、その面積は、八平方メートル以上とす

るよう努めること。 

六 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童（少年を含む。以

下この号において同じ。）で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能

な居室を設けること。 

七 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。 

八 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を

有すること。 

九 浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象とし

て設けるときは、この限りでない。 

十 居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及

びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和

五年法律第六十八号）第二条第一項に規定する性的指向及び同条第二項に規定するジェ

ンダーアイデンティティ等に配慮すること。 

十一 児童三十人以上を入所させる一時保護施設には、医務室及び静養室を設けること。 

十二 児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。 

（一時保護施設における職員の一般的要件） 

第十六条 一時保護施設に入所している児童の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、

豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福

祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

（一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等） 

第十七条 一時保護施設の職員は、常に自己研鑽
さん

に励み、法第三十三条第一項又は第二項に

規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努

めなければならない。 

２ 都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設

に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要
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な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。 

（職員） 

第十八条 一時保護施設には、児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。次項及び第二

十一条において同じ。）、嘱託医、看護師、保育士（国家戦略特別区域法（平成二十五年

法律第百七号）第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある一時保護施設にあっ

ては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同

じ。）、心理療法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調理

員を置かなければならない。ただし、児童十人以下を入所させる一時保護施設にあっては

個別対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設にあっては学習指導員を、児童四十人

以下を入所させる一時保護施設にあっては栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委

託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満二歳に満たない幼児おおむね一・六人につ

き一人以上、満二歳以上満三歳に満たない幼児おおむね二人につき一人以上、満三歳以上

の児童おおむね三人につき一人以上とする。 

３ 心理療法担当職員の数は、児童おおむね十人につき一人以上とする。 

４ 学習指導員の数は、児童の人数に応じた適切な数を置くよう努めなければならない。 

（令六内府令一〇七・一部改正） 

（夜間の職員配置） 

第十九条 一時保護施設（ユニットを整備していないものに限る。）には、夜間、職員二人

以上を置かなければならない。 

２ 一時保護施設（前項に規定するものを除く。）には、夜間、一のユニットごとに職員一

人以上を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、二人を下るこ

とはできない。 

３ 一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第二十五条第一項

の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設には、夜間、前二項に規定す

る職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。 

（一時保護施設の管理者等） 

第二十条 一時保護施設には、人格が高潔で識見が高く、一時保護施設を適切に運営する能

力を有する者を管理者として置かなければならない。 

２ 一時保護施設には、職員の指導及び教育を行う指導教育担当職員を置かなければならな

い。 
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３ 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所における児童の福祉に

係る相談援助業務（法第十三条第三項第三号に規定する相談援助業務をいう。）に通算し

ておおむね五年以上従事した経験を有する者でなければならない。 

４ 一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、二年に一回以上、一時保護施設の運営

に関する必要な知識の習得及びその資質の向上のためのこども家庭庁長官が指定する者

が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由が

あるときは、この限りでない。 

（児童指導員の資格） 

第二十一条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒

業した者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定による専門職大学の前期

課程を修了した者を含む。） 

二 社会福祉士の資格を有する者 

三 精神保健福祉士の資格を有する者 

四 学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。次号において同じ。）において、社

会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を

修めて卒業した者 

五 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関

する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により

大学院への入学を認められた者 

六 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会

学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

七 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

八 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条

第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の

学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了し

た者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であっ

て、二年以上児童福祉事業に従事したもの 

九 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）に規定する幼稚園、小学校、中学

校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 
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十 三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 

２ 前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則（昭和二十三年厚生省令第十一号）別表に定

める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。 

（心理療法担当職員の資格） 

第二十二条 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若し

くは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修め

て卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の

能力を有すると認められる者でなければならない。 

（学習指導員の資格） 

第二十三条 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭

の免許状を有する者でなければならない。 

２ 学齢児童及び学齢生徒（それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒

をいう。）を入所させる一時保護施設であって学習指導員を二人以上置くものにあっては、

教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許

法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置くよう努

めなければならない。 

（他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第二十四条 一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該

一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼

ねることができる。 

２ 前項の規定は、入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備並びに入所して

いる児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。 

（衛生管理等） 

第二十五条 一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水

については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 一時保護施設は、当該一時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延し

ないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければなら

ない。 

３ 一時保護施設においては、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することが

できるよう適切に、入所している児童を入浴させ、又は清拭しなければならない。 
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４ 一時保護施設は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。なお、

下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。 

５ 一時保護施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適

正に行わなければならない。 

（食事） 

第二十六条 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、当該一時

保護施設内で調理する方法（第二十四条の規定により、当該一時保護施設の調理室を兼ね

ている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）により行わなければな

らない。 

２ 一時保護施設において、入所している児童に食事を提供するときは、その献立は、でき

る限り、変化に富み、入所している児童の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでな

ければならない。 

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所して

いる児童の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児

童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。 

５ 一時保護施設は、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければな

らない。 

（入所した児童及び職員の健康状態の把握等） 

第二十七条 児童相談所長は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況

等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要

な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解

除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告し

なければならない。 

３ 一時保護施設の職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調

理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。 

（養護） 

第二十八条 一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるととも

に、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長

を支援することを目的として行わなければならない。 
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２ 学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用す

る児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。 

（生活支援、教育及び親子関係再構築支援等） 

第二十九条 一時保護施設における生活支援は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習

慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養うことができるように行わなければ

ならない。 

２ 一時保護施設における教育は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができ

るよう、適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。 

３ 一時保護施設は、学校教育法第一条に規定する学校（幼稚園を除く。）に在籍している

児童が適切な教育を受けられるよう、当該児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環

境その他の事情を勘案し、通学の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

４ 一時保護施設は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるよう、必要

な支援等を行わなければならない。 

５ 一時保護施設は、児童が適切な支援を受けられるよう、一時保護の解除後も当該解除を

行った児童相談所に必要な協力をするよう努めなければならない。 

（関係機関との連携） 

第三十条 児童相談所長は、児童の通学する学校及び必要に応じ警察、医療機関等関係機関

と密接に連携して児童の支援に当たらなければならない。 

（一時保護施設内部の規程） 

第三十一条 一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設け

なければならない。 

一 入所する児童の支援に関する事項 

二 その他施設の管理についての重要事項 

（一時保護施設に備える帳簿） 

第三十二条 一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備

しておかなければならない。 

（秘密保持等） 

第三十三条 一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り
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得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならな

い。 

（苦情への対応） 

第三十四条 都道府県知事は、一時保護施設に入所している児童又はその保護者等からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解

決に当たって当該一時保護施設の職員以外の者を関与させなければならない。 

（電磁的記録） 

第三十五条 一時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、

この府令の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他

文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（大都市等の特例） 

第三十六条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指

定都市（以下この項において「指定都市」という。）にあっては、第一条第一項及び第二

条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一

条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都

道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。 

２ 法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市（以下この項において「児童相談所設置市」

という。）にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所

設置市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二

十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童

相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。 

（設備に関する経過措置） 
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第二条 この府令の施行の際現に存する一時保護施設（建築中のものを含み、この府令の施

行の後に全面的に改築されたものを除く。）に係る設備については、第十五条の規定は適

用せず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号。

次条第一項において「児童福祉施設設備運営基準」という。）第四十一条の規定を準用す

る。 

（令六内府令一〇七・一部改正） 

（職員及び夜間の職員配置に関する経過措置） 

第三条 一時保護施設の職員の確保の状況その他特別の事由により、一時保護施設の職員の

数及び夜間の職員体制につき、この府令に定める基準により難いときは、当該一時保護施

設は、令和八年三月三十一日（次項において「経過措置期限」という。）まで、これによ

らないことができる。この場合においては、児童福祉施設設備運営基準第四十二条及び第

四十六条の規定を準用する。 

２ 都道府県は、一時保護施設の職員の数及び夜間の職員体制につき、創意と工夫を行って

もなおこの府令に定める基準を満たす職員の確保が著しく困難な事情がある場合であっ

て、職員の確保に係る計画を策定したときは、条例で定めるところにより、経過措置期限

を延長することができる。この場合においては、延長後の経過措置期限は、この府令の施

行の日から起算して五年を超えることができない。 

（令六内府令一〇七・一部改正） 

（指導教育担当職員に関する経過措置） 

第四条 令和八年三月三十一日までの間は、第二十条第三項の規定にかかわらず、一時保護

施設には、法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司であって、一時保護施設の

職員の指導及び教育を行うために必要な知識及び経験を有する者として児童相談所長が

適当と認めた者を指導教育担当職員として置くことができる。 

附 則 （令和六年一一月二九日内閣府令第一〇七号） 

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、令和七年四月一日

から施行する。 
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